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１ 計画策定の背景と目的 

平成 22 年 3 月に現行の相模原市都市計画マスタープランを策定しましたが、策定から

約 10 年が経過し、人口減少、超高齢化などの社会情勢や、それに伴う環境の変化など本

市を取り巻く状況が大きく変わってきていることから、都市計画マスタープランの上位に

ある相模原市総合計画と合わせて本計画の策定を行うものです。 

 

＜計画策定の背景のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 都市計画マスタープランの性格 

都市計画マスタープランとは、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第 18 条の 2

に基づき、市民にとって安全で快適な都市環境をつくりだすための土地利用や道路、公園

づくりなど、さまざまな都市計画に関する「基本的」「総合的」「長期的」な計画です。 

 

①基本的な計画 

⇒基本的な考え方を記述するもので、より具体的な内容は、各種の個別計画において

示します。 

②総合的な計画 

⇒特定の分野に偏ることなく、都市づくりに関連する内容を幅広く示します。 

③長期的な計画 

⇒短期的な視点にとらわれ過ぎずに、長期的なビジョンを描きます。 

 

  

Ⅰ 都市計画マスタープランの策定に当たって 

相模原市総合計画（令和 2 年度～） 今 後 

新・相模原市総合計画 
（平成 22 年度～平成 31 年度） 

平成 22 年 4 月 
指定都市移行 

10 年経過 

社会情勢や環境の変化など、本市を取り巻く状況は大きく変化 

相模原市都市計画 
マスタープラン 

(平成 22 年 3 月策定) 

おおむね 20 年後までを見据えた、長期的な都市計画の基本的な方針を策定 
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３ 計画の果たす役割 

都市計画マスタープランには、主に次の 3 つの役割があります。 

 

①都市計画の決定・変更の指針 

具体的な都市計画の決定及び変更は、本計画に基づいて行われます。 

→市街化区域・市街化調整区域の線引きや地域地区の見直し 

→都市計画道路や公園などの適正配置 など 

②都市づくりに関する施策展開・事業実施の指針 

都市づくりに関する施策展開は、本計画に基づいて行うことになります。また、事業実

施に向けた合意形成や連携・調整を円滑にする役割も担います。 

→にぎわいのある駅周辺のまちづくり 

→中山間地域でのゆとりある環境の創出 など 

③多様な主体による都市づくりの指針 

都市づくりの方向性の共有により、さまざまな主体が連携した都市づくりの推進が可

能となります。 

→地区計画や建築協定などの地域主体によるまちづくりの誘導 

→エリアマネジメントによるまちづくりの誘導 など 

 

 

４ 計画の目標期間 

次期総合計画の基本構想と整合を図る観点から、おおむね 20 年後の将来像を展望し、

その実現に向けた都市づくりの基本的な方針を示します。 

ただし、今後の社会情勢の変化や各種計画の変更が生じた際は、必要に応じて見直しを

行います。 
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５ 計画の位置付け 

本計画は、相模原市総合計画の基本構想等の上位計画に即して策定します。なお、都市計

画決定・変更に関する計画は、本計画に即して定め、関連する各部門別計画も、本計画を踏

まえ、策定又は見直しをします。 

 

＜関連する計画の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：立地適正化計画の概要 

都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）第 81 条の規定に基づき市町村が作成する計画

で、少子高齢化が進む中で、施設や居住を強制的に短期間で移転させる主旨ではなく、長期的な視

点の下、国の施策等を活用して医療・福祉、商業などの都市機能や居住を一定のエリアに誘導する

ことで、持続可能なまちづくりの実現を目指すものです。策定されると、同法第 82 条の規定によ

り都市計画マスタープランの一部とみなされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各部門別計画 

（交通、産業、環境、景観、公

共施設、広域交流拠点等） 

相模原市都市計画 

マスタープラン 

「相模原市総合計画」 

（基本計画） 

相模原市立地適正化計画 

 具体的な都市計画 

 区域区分（線引き）、地域地区（用途地域など）、促進区域、都市施設（道路、下水道等）、 

市街地開発事業、地区計画等 

「相模原市総合計画」（基本構想） 

都市計画区域の

整備、開発及び

保全の方針 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 

居住を誘導し、人口密度を維
持するエリアを設定 

生活サービスを誘導するエリアと、
そのエリアに誘導する施設を設定 
(医療、社会福祉、子育て支援、商業等) 

公共交通 
 都市機能誘導区域にアクセスしやす

くする公共交通施設の整備を計画 
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１ 位置・地勢 

・東京都心から 30km～60km 圏、横浜中心部からおおむね 25km 圏にあり、小田急線、

京王線、JR 中央本線、中央自動車道によって東京都心と直結しています。 

・神奈川県の北西部に位置し、北側で東京都（町田市・八王子市・檜原村）に、西側で山梨県

（上野原市・道志村）に接し、面積は 328.91 ㎢です。 

・市域の東部は、相模川に沿った 3 つのな

だらかな階段状の河岸段丘からなり、こ

れらの段丘の間には斜面緑地が連なり、

市街地のみどりの骨格を形成しています。

また、地盤の良い洪積台地に位置する相

模原台地の上段には、公共施設や商業施

設など様々な都市機能が集積しています。 

・ 市域の西部は、県民の水がめである相模

湖、津久井湖、宮ヶ瀬湖などを有してお

り、その周囲や相模川、道志川、串川の流

域に広がる緩やかな丘陵地には、自然と

共生するみどり豊かなまちなみが形成さ

れています。また、国定公園や自然公園

に指定されている森林地帯が貴重な自然

環境を形成しています。 

 

２ 沿革 

・昭和 29 年 11 月 20 日の市制施行後は、積極的な工場誘致や全国でもまれにみる人口急

増期を経て、内陸工業都市・住宅都市（ベッドタウン）として発展してきました。 

・平成 18 年 3 月に旧津久井町及び旧相模湖町と、翌年 3 月に旧城山町及び旧藤野町と合併

し、県内では横浜市に次ぐ 2 番目の広さとなりました。 

・平成 22 年 4 月 1 日には、戦後に誕生した市として初めて政令指定都市となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅱ 相模原市の概況 
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３ 概況 

（１）人口 

・総人口は、令和元年の約 72.3 万人をピークに減少に転じることが予測されており、平成

27 年の２０年後である令和 17 年には、人口は約 67.8 万人となり、約 4.2 万人（約

6％）の減少が見込まれます。 

・年齢別に平成 27 年と３０年後である令和 27 年を比較すると、「生産年齢人口」は約

12.9 万人（約 28.1％）の減少、「高齢者人口」は約 7 万人（約 40.3％）の増加と、少

子高齢化の進行が見込まれています。 

・旧津久井４町の地域では、人口減少と高齢化が既に進行しています。 

 

＜年齢区分別将来人口推計＞ 

 

 

出典：平成 27 年までは国勢調査、令和 2 年以降は国立社会保障・人口問題研究所推計値（平成 30 年 3 月公表） 

※令和元年の人口推計は、さがみはら都市みらい研究所推計値です。 

＜旧津久井４町の地域の人口と高齢化率の推移＞ 
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（２）産業動向 

・事業所数及び従業者数は、景気変動等の影響を受けているものの、おおむね横ばいで推移

しています。産業分類別の従業者数は、第 2 次産業が 2 割程度、第 3 次産業（サービス

業）が 8 割程度を占めています。 

・卸売業･小売業の事業所数及び従業者数は、平成２６年にかけて減少傾向にありましたが、

その後増加傾向にあります。 

・事業所数及び従業者数は平成 2 年をピークに減少傾向に転じていますが、製造品出荷額

等は近年、増加傾向にあります。 

・観光客数及び観光客消費額は平成 27 年に増加しましたが、その後減少傾向にあります。 

 

＜産業別事業所数及び従業者数の推移＞    ＜卸売業･小売業の事業所数等の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 18 年までは事業所･企業統計調査、平成 21 年以降は経済センサス        出典：商業統計調査（各年） 

※平成 26 年は統計調査方法の変更があったため、 
前回統計の数値との比較はできません。 

＜事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

出典：工業統計調査（各年、従業者数 4 人以上の事業所、昭和 30 年から昭和 60 年は旧相模原市のみの値） 

＜観光客数と観光客消費額の推移＞ 
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（３）土地利用 

・市全域の約 7 割が自然的土地利用で、その大半を丹沢大山国定公園などがある市西部（相

模湖津久井都市計画区域及び都市計画区域外に相当する範囲）が占めています。 

・都市的土地利用は市全域の約 3 割ですが、相模原都市計画区域においては都市的土地利

用が進んでおり、住宅用地の占める割合が高くなっています。 

 

＜土地利用現況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 27 年都市計画基礎調査から作成（相模総合補給廠一部返還等を反映） 
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0.7% 0.2%

4.1%3.0%
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（４）市街地整備等 

・戦前の「軍都計画」に基づく相模原都市建設区画整理事業（※）により、道路などの整備

を行い、その後の市街地における都市化の基盤となっています。 

・高度経済成長期において、大幅な人口増加に伴う急速な都市化により、市街地が拡大し、

その後、道路や下水道等の都市基盤の整備を計画的に進めてきました。 

・住み良い環境を維持し、向上させるための地区計画や建築協定などにより、地区の特性に

応じた良好な住宅地が形成されています。 

 

＜区画整理事業、地区計画などの状況＞ 

 

 

出典：相模原市資料（平成 29 年 6 月） 

 

 

 

※相模原都市建設区画整理事業：昭和１０年代に陸軍関係施設が多数立地されたことを契機に進められた、周辺町

村と一体となった軍事都市の建設事業で、「軍都計画」とも呼ばれます。この中で、国道１６号や市役所前通り

は横や縦の軸とされ、現在も残っています。 
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（５）道路・交通 

・市内の道路は、中央自動車道や首都圏中央連絡自動車道（以下「圏央道」という。）の自

動車専用道路をはじめ、国道 16 号、国道 20 号、国道 129 号などがありますが、これ

らを補完する幹線道路の整備の遅れによる交通渋滞の発生や生活道路への通過交通の進

入が課題となっています。 

・鉄道は、JR 横浜線、JR 相模線、JR 中央本線、小田急小田原線、小田急江ノ島線及び京王

相模原線の 6 路線が本市と東京方面や横浜方面などを結んでいます。また、リニア中央新幹

線神奈川県駅（仮称）の設置、小田急多摩線の延伸に向けた取組が進められています。 

・バス路線によって、鉄道駅や主要なバスターミナルとその周辺が結ばれていますが、沿線

における人口減少などにより、一部の路線では利用者数の減少が進んでいます。 

＜道路現況図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜鉄道網及びバス路線の現況図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋本 

相模原 
矢部 

淵野辺 

古淵 

町田 

相模大野 

東林間 

小田急相模原 

相武台下 

下溝 

原当麻 

番田 

上溝 

南橋本 

相模湖 

藤野 
上野原 

相武台前 

出典：国土数値情報、交通事業者 HP 情報から作成（平成 30 年 12 月） 

出典：相模原市資料（平成 27 年 3 月） 

16 

20 

相模原 IC 

相模原愛川IC 

相模湖 IC 
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（６）水とみどり 

・本市は広大な山林を有しており、県民の水がめとして重要な機能を担っている相模湖、津

久井湖、宮ケ瀬湖といった湖や相模川、道志川、串川などの清流など、豊かな自然環境に

恵まれています。 

・市街地においても、木もれびの森や河川沿いの斜面林、都市農地などの身近な自然環境が

残っています。 

・自然環境を保全するため、自然公園、自然環境保全地域、保安林、特別緑地保全地区など

が指定されています。 

 

＜自然環境の状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 27 年都市計画基礎調査 

＜自然公園・都市公園・緑地等の分布＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：相模原市資料（平成 29 年 6 月）
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（７）想定される自然災害 

・本市で起こりうる自然災害としては、地震のほかに、山間部や河川を有することから、水

害や土砂災害など様々なものがあります。 

・住宅地の中にも災害危険性の高い箇所が存在し、主に相模原都市計画区域は水害、相模湖

津久井都市計画区域及び都市計画区域外は土砂災害の被害が想定される箇所があります。 

 

＜洪水浸水想定区域及び土砂災害等のための規制区域＞ 

 

 

出典：相模原市資料（令和元年度） 
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（８）都市経営 

・近年の本市の財政状況は、多様化する市民ニーズへの効果的・効率的な対応が求められる

中、公共投資の縮減等に伴う土木費の減少の傾向がみられます。このような中、本市は、

人口急増に伴い、高度経済成長期からバブル期までにかけて整備した公共建築物を含む

公共施設について、今後集中して更新時期を迎えることが見込まれています。 

 

＜歳出総額（一般会計）に占める土木費の割合＞ 

  

出典：相模原市財政白書（各年） 

 

＜公共建築物の更新費・改修費の試算結果＞ 

   

出典：相模原市公共施設白書（平成 24 年 3 月） 
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１ 社会的な課題 

（１）活力ある「持続可能な都市づくり」の推進 

これまでの人口増加を背景とした都市づくりから、今後の人口減少や超高齢化の進行を

見据えた、持続可能なまちづくりに向けた都市構造の見直しが求められています。 

 

（２）「環境共生・循環型の都市づくり」への転換 

近年、各地で頻発している集中豪雨による土砂災害や浸水被害は、地球温暖化が影響し

ている可能性があります。その中で、森林、河川などの自然環境の保全・管理を通じた自然

と共生する都市づくりを進めるとともに、二酸化炭素などの排出量削減や省資源・省エネ

ルギーの取組、再生可能な資源の有効活用など、環境負荷の少ない低炭素社会、循環型社会

を目指すことが求められています。 

 

（３）「防災・減災社会」の実現 

切迫性が指摘されている大規模地震による震災被害、台風や局地的集中豪雨による土砂

災害、浸水被害などの様々な災害に対して、被害を可能な限り減らしていこうとする「減

災」の考え方を徹底し、ハードとソフトを組み合わせた総合的な防災対策が求められてい

ます。 

 

（４）都市の個性や魅力を生かした都市づくりの推進 

交通ネットワークや情報ネットワークの飛躍的な発展により、生活の場所や産業が立地

する場所の選択範囲が広がっています。その中で都市の個性や魅力を更に高め、全国、更に

は世界に向けてアピールしていくことが求められています。また、地方の政策決定権が拡

大する中、都市の主体的・自主的な取組を強め、国や県、他の市町村などと連携していくこ

とが求められています。 

 

（５）都市経営の効率化や公共投資の重点化 

限られた財源の中で、都市インフラの老朽化に伴い、これまで蓄積してきた既存ストッ

クの十分な活用とともに最適な維持管理による都市経営の効率化と、選択と集中による公

共投資の重点化が求められています。 

 

（６）多様な主体の参加による「協働」の都市づくり 

人々の価値観やライフスタイルの多様化などにより、都市づくりの様々な分野において

ニーズが増加し、多様化しています。その中で、市民・企業・関係団体・行政などが役割を

分担し、連携・協働して、都市の課題に効率的に取り組むことが求められています。 

 

  

Ⅲ 都市づくりの課題 
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２ 本市の都市づくりの課題 

（１）活力と魅力あふれる都市の形成 

人口減少、超高齢化が進行する中においても快適に暮らせる持続可能なまちを形成する

ためには、地域が持つ特性や圏央道、リニア中央新幹線などの広域交通ネットワークの形

成に伴う経済・交流圏域の拡大をまちづくりに生かし、更なる活力と魅力を生み出すこと

が求められています。 

こうした状況を踏まえ、産業と住環境の調和、水源地域の自然環境や市街地の貴重なみ

どりの保全などを計画的に進めるとともに、生活利便施設などの維持や充実、快適な居住

環境の形成に向け、人口減少、超高齢化などの社会の変化に適応できるまちづくりが必要

です。また、交通ネットワークの形成を図るとともに、多様な機能が集積した広域的な拠点

や地域特性を踏まえた拠点の形成が必要です。 

 

（２）日本の経済を牽
けん

引する多様な産業の振興 

少子高齢化の進行による生産年齢人口の減少に伴い、産業における労働生産性の向上や

商店街の活性化などが求められています。また、圏央道インターチェンジの開設やリニア

中央新幹線の駅設置に伴う拠点整備の機会を捉えた、地域経済の活性化に資する産業の創

出や環境の整備が求められています。 

こうした状況を踏まえ、本市の強みである高度なものづくり技術や豊かな自然などの地

域資源を生かしつつ、ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットなどの先端技術の導入、活用による、工業、

農林業、商業、観光など、様々な産業分野の成長促進と新産業の創出が必要です。また、多

様な働き手の活躍促進や人材の育成・確保のほか、多様な人や企業が集う環境の整備によ

り分野間の人材や情報などの交流によるイノベーションの促進が必要です。 

 

（３）恵み豊かな自然環境の保全・再生 

恵み豊かなみどりや水資源を将来の世代に継承していけるよう、自然保護活動の担い手

不足や野生鳥獣被害の拡大、特定外来生物による生態系への影響などに対する取組が求め

られています。 

こうした状況を踏まえ、森林の保全・活用や水源の水質保全、野生鳥獣の適切な管理、生

物多様性の保全を進めるとともに、自然とのふれあいを通じた学習活動などの推進が必要

です。 

 

（４）やすらぎと潤いがあふれる生活環境の形成 

快適で安全な生活を送るためには、自然がもたらすやすらぎや心地良さを身近に感じら

れる生活環境をつくることが求められています。 

こうした状況を踏まえ、地域特性を生かした魅力ある公園の整備のほか、緑地・河川・街

路樹の整備など、身近な自然やみどりと調和した環境づくりを進めるとともに、大気、水質

などの環境監視や排水、排気などの発生源対策への取組が必要です。 
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（５）暮らしやすい住環境と魅力ある景観の形成 

人口減少、超高齢化の進行により住環境へのニーズが変化しており、安心な暮らしの実

現に向けた取組とともに、地域特性を生かした住環境など、誰もが安心して暮らせる住環

境の形成が必要です。また、山なみや農地、歴史や文化など地域の景観資源の保全や個性を

生かしたまちなみの形成など、市民が誇りと愛着を持てる魅力的な景観の形成が必要です。 

 

（６）災害に強い都市基盤と地域社会の形成 

甚大な被害をもたらす自然災害が各地で発生しており、自然災害などから市民の生命と

財産を守り、市民生活の安全性を高めるため、災害リスクを低減する計画的な都市基盤の

整備・保全が必要です。また、自助・共助の取組、自治体間連携などによる防災対策の推進

や消防力の強化など、首都直下地震、集中豪雨や台風などによる大規模災害の発生に備え

た対応力の一層の強化が必要です。 
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１ 都市づくりの基本理念と将来像 

相模原市総合計画基本構想に示される「基本理念」と「将来像」の実現に向けた都市づく

りを進めます。 

 

基本理念 

わたしたちのまちは、丹沢の雄大な山なみ、相模川の清

らかな流れ、相模野の広大な台地に抱かれ、豊かな自然の

恵みの下、歴史と文化が培われ、先人の知恵とたゆまぬ努

力により発展してきました。 

しかし、わたしたちを取り巻く社会は、かつて経験した

ことのない人口減少と世界に類を見ない高齢化という大き

な課題に直面していきます。また、ＡＩ、ＩｏＴといった

先端技術の急速な進展、リニア中央新幹線の整備に伴う経

済・交流圏域の拡大などが、人々の暮らしや働き方に大き

な変革をもたらそうとしています。 

そうした社会の変化に対応し、人、自然、産業、文化な

どの地域資源を生かし、市民生活の質を向上させ、住み続

けたいと思える快適で活力のある持続可能なまちを形成し

ていくことは、わたしたちの責務です。 

   わたしたちは、共に支え合い、豊かな自然を守り育てな   

がら、安心して住み慣れた地域で暮らせる環境をつくると

ともに、ここに集う人や企業との交流を進めることによ

り、地域への愛着と誇りを持てるまちを実現します。 

 

 

将 来 像 

「潤いと活力に満ち 笑顔と希望があふれるまち さがみはら」 

 

 

  

Ⅳ 全体構想 
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２ 都市づくりの基本目標 

「将来像」の実現に向けて、次の４つの都市づくりの基本目標を設定します。 

 

基本目標１ 『活力と交流が新たな価値や魅力を創造するまち』 

◇ 首都圏南西部の中核となる拠点の形成などを通じて、人口減少社会においても活力

とにぎわいのあるまちづくりを進めます。併せて、水源地域の豊かな自然、文化、スポ

ーツなどの地域資源を活用して、市内はもとより、国内外から多くの人や企業を呼び込

み、更なる交流を生み出すことで、新たな価値や魅力が創造されるまちをつくります。 

 

基本目標２ 『人と自然が共生するまち』 

◇ 地球温暖化をはじめ深刻化する環境問題に対して、低炭素社会の実現や循環型社会

の形成に向けた取組を進めます。また、広大で美しい山なみや豊富な水資源を有するま

ちとして、恵み豊かな自然を守り育てるとともに、安全で快適な生活環境を保全、創出

する取組を進め、自然環境と都市環境を併せ持つ本市の特徴を生かしながら、多様な主

体との連携・協働により、人と自然が共生するやすらぎと潤いのあるまちをつくりま

す。 

 

基本目標３ 『安全で安心な暮らしやすいまち』 

◇ 自然災害や事故などから市民の生命と財産を守るとともに、良好な住環境と魅力あ

る景観の形成により、安全で安心な暮らしやすいまちをつくります。 

 

基本目標４ 『多様な主体との連携・協働により持続的に発展するまち』 

◇ 多様な主体との連携・協働により、個性豊かな地域コミュニティをつくります。また、

積極的な情報発信により市民と行政が課題や目標を共有し、不断の行財政改革を進め

ることで、持続的に発展するまちをつくります。 
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３ 将来都市構造 

 

（１）将来都市構造の基本的な考え方 

将来都市構造は、「都市づくりの基本目標」のもと、「ゾーン」、「エリア」、「拠点」及び

「軸」の４つの要素により、将来の目指すべき都市のすがたを概念的に示すものです。 

将来都市構造の構築に当たっては、今後の人口減少や超高齢化の進行を踏まえ、人口動

向、都市基盤の状況や交通ネットワーク、ライフスタイルに応じた、社会情勢等の変化に柔

軟に適応した集約連携型のまちを目指します。 

また、圏央道やリニア中央新幹線など主要な軸が交差する都市として、豊かな自然資源

を生かしながら、広域交流拠点の形成の推進や、リニア中央新幹線と他の交通ネットワー

クとの結節を通じて、周辺都市との連携を図るとともに、国内外から本市へのアクセスの

向上を図ります。 

 

（２）将来都市構造構築の視点 

将来都市構造を考える上では、次の３つの視点を反映します。 

 

① 豊かな暮らしを実現する視点 

中心市街地や地域拠点、更には身近な生活拠点に都市機能を集積し、拠点間を公共交通

等で結び、多様な住み方ができるまちを形成します。 

 

② 都市活力を向上する視点 

圏央道、リニア中央新幹線などの広域交通ネットワークを形成することで、経済や交流

の圏域を拡大し、更なる活力と魅力を創出するまちを形成します。 

 

③ 自然環境を守り生かす視点 

自然環境と都市環境を併せ持つ本市の特徴を生かし、人と自然が共生するやすらぎと

潤いのあるまちを形成します。 
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（３）本市が目指す将来都市構造 

① 豊かな暮らしを実現する都市構造 

・中心市街地から生活拠点まで役割に応じた都市機能の集積を図る拠点を形成します。 

・拠点間を有機的に公共交通でつなぎ、拠点を有する場所を中心に、利便性の高いにぎわ

いのある「まちなかエリア」を形成し、その周りの「周辺市街地エリア」の適切な維持・

形成を図ります。 

・「集落エリア」は、生活拠点や近隣市の拠点と公共交通などでつながりながら、良好な

居住環境を維持します。 

 

＜概念図＞ 
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＜豊かな暮らしを実現する都市構造＞ 
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② 都市活力を向上する都市構造 

・圏央道、リニア中央新幹線などの広域交通ネットワークや圏央道インターチェンジと

産業・経済活動の場をつなぐ重要な路線を生かし、連携・交流を促進します。 

・工業・物流、農業、観光などの産業集積により発展が見込まれる地区を効果的に活用し

ます。 

・多様な産業が展開できるよう、適正かつ柔軟な土地利用を図ります。 

 

＜概念図＞ 
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＜都市活力を向上する都市構造＞ 
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③ 自然環境を守り生かす都市構造 

・大規模な公園や河川とその周囲の緑地など、自然的資源を保全・活用します。 

・自然公園、森林や優良な農地を保全・活用します。 

・環境的価値・経済的価値のある自然資源を活用し、交流を創出します。 

 

＜概念図＞ 
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＜自然環境を守り生かす都市構造＞ 
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将来都市構造図 
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（都市部） 

（中山間地域） 

 
〇 ゾーン 

〇 エリア 

 居住を誘導し、商業・業務・サービスなど各機能の調和が図られた土地

利用により、利便性が高くにぎわいのある市街地を形成 

 長期的にまちなかエリアへゆるやかに居住誘導を行うとともに、住環境

と調和した適正な市街地を形成 

 良好な自然環境や営農環境との調和を図り、地域コミュニティの維持な

ど地域特性に配慮した適切な土地利用を誘導 

 自然公園などの水源地域の自然環境、優良な農地や森林、市街地の貴重

なみどりなどの保全、活用を図るとともに、周辺環境と調和した適切な

土地利用を誘導 

 優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることに

より、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確

保に寄与することを目的として、自然公園法（昭和 32 年法律第 161

号）によって指定された公園 

〇 軸 

 

リニア中央新幹線、圏央道、中央自

動車道 

広域的な連携・交流を促進し、都

市の活力向上や交流人口の増加

を推進 

 

鉄道、小田急多摩線延伸、国道 16

号、国道 20 号、津久井広域道路（構

想含む）、（仮称）大西大通り線、（都）

宮下横山台線、（都）町田新磯線 

近隣市の拠点との連携・補完の確

保とともに、広域機能連携軸と結

節し、交通環境の優位性を生か

し、周辺市と活発に連携・交流 

 

鉄道、小田急多摩線延伸、主要なバ

ス路線、幹線快速バスシステム、津

久井広域道路を活用した公共交通 

拠点間を結ぶ公共交通の維持確

保や道路整備により、拠点の機能

強化と移動環境を確保 

 
路線バス、乗合タクシーなど 集落エリアにおける生活に必要

な機能の維持 

 

相模川、道志川、道保川、姥川、八

瀬川、境川とその斜面林 

環境保全や景観形成、生物多様性

の確保等のためのつながりをも

った自然空間として保全 

 

拠点を中心とした多様な都市機能の維持・強化を図るとともに、

水とみどりの保全・再生・活用により、くらしとにぎわいが豊か

な環境と共生する質の高い都市づくりを推進 

本計画においては、『相模原都市計画区域』を表す当該ゾーンを、

『都市部』という 

 

水源地域の豊かな水とみどりの保全・再生・活用に取り組むとと

もに、ゆとりある住環境や交通環境などの生活に必要な機能の維

持・充実を図り、立地特性を生かした土地利用や地域資源の活用

などにより、地域の特性を生かした魅力ある都市づくりを推進 

本計画においては、『相模湖津久井都市計画区域及び都市計画区

域外』を表す当該ゾーンを、『中山間地域』という 
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〇 拠点 

 

橋本駅周辺及び相模原駅周辺

の一体的な範囲 

高次都市機能の集積を促進するとともに、

各駅周辺の特性を生かした機能分担のも

とで、更なる商業・業務機能の集積を図り、

アクセス性の高い立地特性を生かし、首都

圏南西部における中心的な地区として周

辺都市からの求心性を高める拠点を形成 

 

相模大野駅周辺と近接する町

田駅周辺を含む一体的な範囲 

近接する町田駅周辺と連携し、商業、業務、

教育、文化等の機能が集積する多くの人が

行き交うにぎわいのある拠点を形成 

 

橋本駅周辺、相模原駅周辺、

相模大野駅周辺 

都市の中心として、商業・業務、学術・文

化、居住、情報、娯楽、行政などの高次都

市機能の維持・誘導を図り、市内外の多く

の人が集いにぎわう拠点を形成 

 

淵野辺駅周辺、上溝駅周辺、

小田急相模原駅周辺、東林間

駅周辺、古淵駅周辺 

利便性の高い日常生活を営むための商業・

サービスなどの都市機能を維持・誘導し、

地域と一体となった拠点を形成 

 

城山総合事務所周辺、津久井

総合事務所周辺、相模湖駅周

辺、藤野駅周辺、三ケ木周辺、

寸沢嵐周辺、田名周辺、北里

周辺、原当麻駅周辺、金原周

辺 

身近な生活サービスなどの機能を地域に

応じて維持・誘導し、地域住民の日常生活

を支える拠点を形成 

 
当麻地区、麻溝台・新磯野地

区、金原地区 

都市の活力を支える多様な産業活動を主

体とした機能が集積する拠点を形成 

 

若柳地区 民間テーマパークの魅力を活用し、本市の

観光交流を牽引する拠点を形成するとと

もに、周辺の観光資源を生かした産業創出

の拠点を形成 

 

津久井湖、城山湖、県立津久

井湖城山公園、（仮称）城山中

央公園など 

水とみどりの自然環境を背景に人、自然、

まち、文化、歴史などが交わる場として資

源を活用 

 
相模湖周辺、宮ヶ瀬湖周辺 豊かな自然環境の保全とともに、人と水の

ふれあう親水空間の場として資源を活用 

 

県立相模原公園・相模原麻溝公

園、木もれびの森、淵野辺公園、

横山公園、相模原北公園、（仮称）

相模原市市民の森 

みどり豊かなうるおいある空間づくりを

進めるとともに、多くの人が利用できる魅

力ある場として資源を活用 
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（４）まちのイメージ 

ここでは、将来における本市らしい生活の様子を想定し、エリア・拠点ごとに整理します。

市民が考える多様なライフスタイルを尊重し、市内のどこに住んでいても、拠点や市外と

のつながりの中で、健康で文化的な生活が営めるまちづくりを進めます。 

ま
ち
な
か
エ
リ
ア 

中
心
市
街
地
周
辺 

 

にぎわいのあるまちなかの中高層住宅などに住み、日用品から専門品まで幅広い

買い物ができ、オフィス、ホテルなど、高次都市機能がそろう都市生活を楽しめ

る暮らし 

地
域
拠
点
周
辺 

 

駅の近くにある中層住宅や戸建住宅などに住み、地域の中心で日常生活に必要な

施設の多くが身近な場所にそろう便利な暮らし 
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ま
ち
な
か
エ
リ
ア 

生
活
拠
点
周
辺
（
都
市
部
） 

 

駅や主要なバス停留所の近くにある戸建住宅などに住み、日常の買い物など

生活に必要な施設が身近にある便利な暮らし 

生
活
拠
点
周
辺
（
中
山
間
地
域
） 

 

豊かな自然環境に囲まれつつ、都市部にアクセスしやすい駅やバス停留所の

近くでゆとりがある戸建住宅などに住み、日常生活に必要な施設が確保され

た暮らし 
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周
辺
市
街
地
エ
リ
ア 

 

居住環境との調和を保ちつつ、工業地など適正な市街地を形成 

 

職住近接の環境の中で戸建住宅などに住み、日常生活に必要な施設は、隣接エリア

で補完するなどゆとりを重視した暮らし 
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集
落
エ
リ
ア 

 

里地や里山の既存集落でゆとりある戸建住宅などに住み、地域コミュニティの中で

農地・山林の維持・保全や自己実現をする暮らし 

自
然
調
和
エ
リ
ア 

 

市内外からの観光・交流が盛んで、農地、山林など自然に囲まれた中で、観光、農林

業などを営む暮らし 
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まちのイメージとともに、周辺都市を含めて生活圏をイメージしたときに、中枢広域拠

点である東京中心部や周辺都市拠点も含めた拠点・集落間の連携・補完について、市民生活

の視点から整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 34 - 

 

４ 都市づくりの方針 

都市づくりの方針は、目指すべき将来像の実現に向け、都市計画に関する行政施策共通

の指針であるとともに、市民と行政が都市の将来像や地域づくりの方針を共有し、より良

い都市づくりを進めるための方向性を示すものです。 

 

４－１ 土地利用の方針 

 

４－２ 都市力を高める都市づくりの方針 

 

４－３ 交通体系の方針 

 

４－４ 環境と共生する都市づくりの方針 

 

４－５ 都市づくり関連施設の方針 

 

４－６ 魅力的な景観づくりの方針 

 

４－７ 快適な住環境づくりの方針 

 

４－８ 災害に強い都市づくりの方針 
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４－１ 土地利用の方針 

【現状と課題】 

○人口減少、超高齢化の進行による、中心市街地や日常生活の拠点からの店舗などの撤退

や、空き家や空き地の増加に伴う都市のスポンジ化により、買物弱者の増加、防犯・防

災上の危険度の高まりなどの課題が生じるおそれがあることから、社会情勢などの変

化に適応した集約連携型のまちづくりが必要です。 

○圏央道、リニア中央新幹線などの広域交通ネットワークを生かしたまちづくりや、自然

環境に配慮した産業や住宅の適切な誘導を図るため、地域が持つ様々な個性や特色を

生かした計画的な土地利用の推進が必要です。 

【基本方針】 

（１）都市機能の維持・充実と産業・住環境が調和した土地利用の推進（都市的土地利用） 

都市機能や居住の適切な誘導を図ることで、人口減少下においても利便性が高くに

ぎわいのある市街地を形成するとともに、市街地における産業と住環境との調和を図

りながら、拠点の形成や市街化区域への編入などを進め、財政基盤や都市力の強化など

に取り組みます。また、多様な主体の連携により、地域特性に応じたきめ細かな土地利

用の誘導を図ります。 

 

① 幅広い役割を持つ中心的な地区 

・「橋本駅周辺」、「相模原駅周辺」、「相模大野駅周辺」の３つの中心市街地では、商業・

業務・文化機能などの集積や鉄道・道路などの都市基盤の蓄積を生かした本市の交流

の核にふさわしい市街地の形成を図ります。 

・橋本駅周辺では、リニア中央新幹線の駅の整備効果や圏央道相模原インターチェンジ

との近接による交通利便性を生かし、魅力的な商業機能・サービス機能・業務機能・

産業交流機能・情報発信機能・居住機能など、多様な都市機能の集積を図り、活力あ

る都市づくりを進め、南口地区を中心とした土地区画整理事業などによる土地利用の

転換と、南北一体となったにぎわいの形成を進めます。 

・相模原駅周辺では、相模総合補給廠の一部返還地と共同使用区域のポテンシャルを生

かし、隣接する橋本駅にリニア中央新幹線の駅が設置されることや小田急多摩線の延

伸、相模総合補給廠全面返還の可能性などを踏まえた魅力ある拠点の形成を図り、南

北一体となった、にぎわいと活力あるまちづくりを進めます。 

・相模大野駅周辺では、市の南の玄関口として商業施設や文化施設が立地する本市を代

表する一大商業・業務地が形成されています。社会経済の変化に柔軟に適応し、町田

駅周辺とも連携する「都市の連携拠点」として、多様な都市機能を持ったにぎわいと

活力のあるまちづくりを進めます。 
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② 商業（観光）を主体とした地区 

・「淵野辺駅周辺」、「上溝駅周辺」、「小田急相模原駅周辺」、「東林間駅周辺」及び「古淵

駅周辺」の５つの地区中心商業地では、地域の特性に応じた都市機能の集積を図る地

区として、必要に応じ市街地再開発事業などにより市街地の整備を図ります。 

・その他の主要な鉄道駅周辺や主要な幹線道路沿道地区では、近隣商業地などとして、

市民の生活に必要な商業機能の集積を促進します。 

・若柳地区では、自然を生かしたうるおいといこいを感じられる交流・レクリエーショ

ン拠点の形成を図ります。 

 

③ 住宅を主体とした地区 

・人口減少下でも利便性が維持される居住地の形成や魅力あるまちなかのにぎわい形成

を図ります。 

・幅広い役割を持つ中心的な地区や商業を主体とした地区を中心として、まちなかでは

中高層住宅を誘導し、その周辺市街地では低層住宅を誘導するなど、地域の特性に応

じた良好な住環境を備えた市街地形成を図ります。 

・住宅地については、市民との協働のもと地域の特性に応じた地区計画や建築協定など

の制度を活用し、快適な住環境の維持・向上を図ります。 

・超高齢化の進行を踏まえ、歩いて暮らせる快適な住環境の形成に向け、生活圏域や地

域の状況を考慮し、日常生活に必要なサービスを利用できるまちづくりについて検討

を進めます。 

・住宅を主体とした地区に隣接し、既に人口の集中が見られる区域や開発による整備が

された区域では、地区計画の活用などにより、良好な住環境を備えた市街地形成を図

ります。 

 

④ 工業を主体とした地区 

・既存の工業地では、安定した操業環境を確保するために、良好な工業地として保全を

図ります。また、地域や企業との協働のもと地域の特性に応じた地区計画や建築協定

などの制度を活用し、操業環境の維持・向上を図ります。 

・低未利用地及び既存工場跡地などでは、産業用地として利用促進を図ります。 

 

⑤ 沿道の土地利用を誘導する地区 

・幹線道路などの沿道では、交通環境や周辺環境との調和を図りつつ、沿道サービス施

設や流通業務施設など当該地区にふさわしい土地利用を図ります。 

・整備を予定している幹線道路などの沿道では、将来の土地利用のあり方を検討し、道

路整備完了後に用途地域などの変更を行うことにより、沿道としてふさわしい土地利

用の転換を検討します。 
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⑥ 新たな都市づくりを推進する地区 

・「当麻地区」及び「麻溝台・新磯野地区」では、新たな都市づくりの拠点として、周辺

の環境に配慮しながら都市基盤の整備を図るとともに、産業用地の創出や良質な住宅

の供給に向けた土地利用の転換を図ります。 

・「青葉地区」、「大野台地区」及び「鵜野森地区」では、周辺の環境に配慮しながら、地

域特性に応じた適切な土地利用を誘導します。 

 

⑦ 土地利用のあり方を検討する地区 

・金原地区では、地域資源である「農業」、「観光」及び「交通」を生かした土地利用の

誘導を図ります。 

・圏央道相模原インターチェンジ周辺や津久井広域道路などの沿道では、周辺地域の状

況を踏まえ、地域特性を生かした土地利用の誘導を図ります。 

・圏央道相模原愛川インターチェンジへのアクセス道路などの沿道では、周辺の環境に

配慮しつつ、都市の活力を生み出すための土地利用への転換を検討します。 

・自然環境や生活環境に配慮しつつ、地域産業を支える流通業務の効率化・高度化を図

るため、流通業務施設などの立地を検討します。 

・リニア中央新幹線関東車両基地などが計画されている鳥屋地区では、土地利用の転換

が見込まれていることから、車両基地の建設及び周辺の開発などについて津久井地域

の自然環境及び生活環境に配慮し、地域振興に資する取組となるよう誘導を図ります。 

 

⑧ 適切な土地利用を誘導する地区 

・市街化区域における既存の工場や流通業務施設と住宅などの建物用途の混在が進んで

いる地区では、周辺環境と調和した市街地の形成が図られるよう、適切な土地利用の

誘導を図ります。 

・浄水場が位置する谷ヶ原地区では、将来にわたり、安全で良質な飲料水の安定供給と

上水道設備の適切な維持管理を促進するため、住環境の保全を図りつつ適切な土地利

用を誘導します。 

 
（２）森林、農地、水辺などの保全・活用（自然的土地利用） 

自然公園などの水源地域の自然環境、優良な農地や森林、市街地の貴重なみどりな

どの保全、活用を図ります。 

 

① 森林及び公園・緑地を保全・活用する地区 

・優れた自然があり、国定公園、県立自然公園、自然環境保全地域、保安林、特別緑地

保全地区などに指定されている地区やその他のまとまりある良好な森林では、自然環

境の保全を図るとともに、水源かん養機能や多様な生物の生息・生育環境の確保を図

ります。 
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・公園や緑地では、レクリエーション機能の充実や防災性の向上などを図りながら、み

どり豊かなうるおいある環境づくりを進め、市民の交流の場の充実を図ります。 

 

② 農林業を振興する地区 

・農用地区域など生産性の高い優良な農地を中心とした地区では、農業生産基盤の強化

を促進し、生産環境の向上と農業の活性化を図り、農地の保全・活用を図ります。 

・豊かな森林などが保全されている地区では、森林整備を図るとともに、林業の振興に

向けて、さがみはら津久井産材の活用及び生産拡大を促進し、森林の適切な保全・活

用を図ります。 

・農地や森林の保全を原則としつつ、営農環境の維持・向上を図るなど、地域の実情に

応じた一定の土地利用を図ります。 

・都市部の農地で緑地効果が期待できるものについては、生産緑地地区に指定し都市環

境の向上を図ります。 

 

（３）地域特性に配慮した適切な土地利用の誘導（土地利用の整序） 

無秩序な開発の抑制を基本としつつ、良好な自然環境や営農環境との調和を図り、

地域コミュニティの維持など地域特性に配慮した適切な土地利用の誘導を図ります。 

 

① 緑住集落地区 

・緑住集落地区では、無秩序な開発を抑制し、良好な自然環境や営農環境との調和を図

りつつ、人口減少などを見据え、地域コミュニティの維持のため、開発許可制度の適

切な運用など地域の実情に応じた秩序ある適切な土地利用の誘導を図ります。 

 

② 市街地と調和する地区 

・市街地と調和する地区では、市街化を抑制し自然環境を保全しつつ、土地利用の現状

や今後の人口減少などを見据え、開発許可制度の適切な運用や地区計画などの活用に

より、適切な土地利用を図ります。 

・市街化調整区域内を通る幹線道路などの沿道では、開発許可制度の適切な運用により、

当該地区にふさわしい秩序ある土地利用について検討します。 

 

③ 森林と調和する地区 

・森林と調和する地区では、自然環境の保全を原則としつつ、周辺の土地利用動向を見

据えながら、森林と調和する適切かつ計画的な土地利用の誘導を図ります。 
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  土地利用方針図 
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４－２ 都市力を高める都市づくりの方針 

【現状と課題】 

○人口減少や少子高齢化の進行により、経済規模、交流人口の縮小が懸念される中、本市

は、圏央道、リニア中央新幹線などの広域交通ネットワークの形成や相模総合補給廠の

一部返還による新たなまちづくりが予定されているなど、高いポテンシャルを有して

います。 

○首都圏南西部における広域交流拠点の形成に向けた橋本・相模原両駅周辺のまちづく

りは、リニア中央新幹線を生かし、世界から「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」を引きつ

ける国土づくりのプロジェクトに位置付けられているなど、本市は、首都圏南西部の発

展の源泉になるとともに、日本経済の成長を牽引していくことが求められています。 

○市街地整備事業などの推進により、道路や下水道などのインフラ整備や企業進出など

によるにぎわいの創出が進む一方、人口減少、超高齢化が進行し、地域コミュニティが

希薄化する中では、より多くの人や企業に選ばれるよう、地域の特性を生かして住み、

働き、生活する場を形成していくことが重要です。 

○質の高い市民生活を確保していくためには、中心市街地や公共施設、生活利便施設など

が集積している地域拠点などにおいて、日常生活を支える機能の集積を図るほか、道路

や公園、下水道などの都市基盤を整備・活用し、より利便性が高く安全・安心に暮らせ

るまちづくりを進める必要があります。 

○少子高齢化の進行による生産年齢人口の減少や後継者の不足、経済のグローバル化に

伴う国内外の競争の激化などにより、内陸工業都市としての転換期にあるとともに、製

造業における本社機能など、いわゆる業務機能の集積度が低く、市外への通勤者の増加

による昼間人口の少なさが課題となっています。 

○本市の強みであるものづくり産業をはじめ、様々な産業へのロボット導入やＡＩなど

の技術革新や、産業の人材や情報などの交流、豊かな自然などの地域資源を活用すると

ともに、圏央道インターチェンジの開設やリニア中央新幹線の駅設置による交通利便

性の向上などを通して、新たな価値や魅力を創造し世界に向けて発信し、地域経済を活

性化していく必要があります。 

○今後、少子高齢化が進行する中、地域の再生や活性化の有力な手段として、観光に対す

る期待がますます高まり、訪日外国人観光客の増加などを背景として、国内外の観光客

の獲得に向けた都市間の競争が激しくなることから、従来の取組に加え、本市の個性を

際立たせるような新たな視点による観光施策の推進が必要です。 

【基本方針】 

（１）「首都圏南西部における広域交流拠点」の形成 

（橋本駅及び相模原駅周辺の一体的なエリア（未来を拓く さがみはら新都心）） 

橋本駅及び相模原駅周辺について、「未来を拓く さがみはら新都心」の形成に向け、

環境共生の視点を踏まえつつ、高次都市機能の集積を促進するとともに、それぞれの特

性を生かした機能分担のもとで、さらなる商業・業務機能の集積を図り、国内国外を問 
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わず三大都市圏におけるアクセス性の高い立地特性を生かし、首都圏南西部における

中心的な地区として周辺都市からの求心性を高める都市づくりを進めます。 

また、東京中心部及び中京圏・近畿圏などの都市間との交流・連携の窓口機能を強化

するために、リニア中央新幹線の駅整備を促進するとともに、広域的な交流を支える小

田急多摩線の市内への延伸や相模線の複線化などを促進します。さらに、新たな公共交

通網の構築を図るために、近隣市町村と連携し厚木・愛川方面への小田急多摩線の延伸

に向けた取組を進めます。 

 
① 橋本駅周辺の整備促進 

・橋本駅周辺では、ＪＲ横浜線、ＪＲ相模線及び京王相模原線の鉄道３路線が乗り入れ

ていることに加え、圏央道相模原インターチェンジに近接し、国道 16 号、国道 129

号、国道 413 号及び津久井広域道路などの幹線道路も集中している交通結節点であ

ることを生かした広域的な交通ネットワークの形成を図るなど、リニア中央新幹線の

駅設置を見据え、その恵まれた交通の要衝としての機能をより一層強化します。 

・駅の南北間、隣接する商業地や公共施設との回遊性の向上を図り、橋本駅周辺の一体

的な都市づくりを推進します。 

・暮らす人、働く人、訪れる人などが広域的に交流するゲートとして、多様な都市機能

の集積を促進することで、産業の活力とにぎわいがあふれる都市づくりを推進します。 

 
② 相模原駅周辺の整備促進 

・相模原駅周辺では、相模総合補給廠の一部返還地や共同使用区域を生かし、スポーツ

や文化など市民が憩い、にぎわう空間を創出するとともに、周辺地区の今後の発展の

起爆剤となる新市街地の形成を進めます。 

・小田急多摩線の延伸を見据え、相模原駅の交通結節点としての利便性の向上や、南北

間の回遊性の向上による駅周辺の一体的な市街地の形成を進めます。 

 
（２）「都市の連携拠点」の形成（相模大野駅及び町田駅周辺の一体的なエリア） 

相模大野駅周辺では、既存の文化、教育などの機能を生かしつつ、近接する町田駅周

辺と連携し、さらなる都市機能の集積を図ります。 

これにより、広域圏における購買・余暇などのニーズに対応しながら市内外の交流を

促進し、「都市の連携拠点」として拠点性の向上を図ります。 

 

・相模大野駅周辺地区は、小田急小田原線と小田急江ノ島線、国道 16 号と（都）町田

厚木線など交通結節点であるとともに、大学や高校、相模女子大学グリーンホールと

いった文教施設と商業・業務施設が高度に集積する市の南の玄関口であることから、

多くの人々が行き交うにぎわいある都市づくりを推進します。 

・商業地や周辺の集合住宅及び文教施設間の回遊性の向上を図り、相模大野駅周辺の一

体的な都市づくりを推進します。 
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・幹線快速バスシステムの導入に向けた取組を進め、本地区と北里周辺、麻溝台・新磯

野地区、原当麻周辺などの拠点間の連携を強化し、本地区におけるにぎわいの創出を

図ります。 

 
（３）「産業を中心とした新たな拠点」の形成 

「産業を中心とした新たな拠点」においては、活力ある地域経済を創出して地域の雇

用の拡大・促進を図るとともに、既存の緑地などの周辺環境との調和や環境負荷の低減

に配慮するなど、環境と共生する都市づくりを進めます。 

圏央道インターチェンジ周辺や津久井広域道路の沿道において、新たな産業用地や

居住の場などの整備による複合的なまちづくりや多様な地域資源を生かした新たな拠

点の形成を進めます。 

 
① 当麻地区 

・当麻地区では、その恵まれた交通利便性を生かし、産業・みどり・文化・生活などが

融合した新たな都市づくりを進める拠点として市街地整備を進めます。 

 

② 麻溝台・新磯野地区 

・麻溝台・新磯野地区では、産業・みどり・文化・生活などが融合した新たな都市づく

りを進める拠点として市街地整備を進めます。 

 

③ 金原地区 

・金原地区では、地域資源である「農業」、「観光」及び「交通」の充実・連携・相乗効

果を生かし、既存の工業団地と一体となった拠点の形成を推進します。 

 

（４）地域資源を生かした観光振興 

新たな観光資源の発掘と磨き上げを進めながら、地域の個性と地域資源のまとまり

を生かした観光エリアを形成します。また、都市型の観光交流を通じたにぎわいのある

まちづくりや、本市の持つ自然資源、歴史、文化などを生かした、各種ツーリズムの推

進を図り、質の高い体験・交流型のプログラムの提供などを行うとともに、快適に旅行

できる環境の整備に取り組むことで、誘客を図り市内における観光周遊を促進します。 

圏央道相模原インターチェンジ周辺の新たな拠点の整備やリニア中央新幹線の駅設

置及び車両基地の建設など、大規模プロジェクトが進行中であり、それらを生かした観

光交流の創出について検討を進めます。 

 

① 「交流レクリエーション拠点」の形成 

・若柳地区では、民間テーマパークの魅力を活用し、本市の観光交流を牽引する拠点を

形成するとともに、周辺の観光資源を生かした産業創出の拠点を形成します。 

 



 

- 44 - 

 
② 観光交流の核とする地区 

・宮ヶ瀬湖湖畔地区及びリニア中央新幹線関東車両基地建設予定地周辺などでは、車両

基地などの新たな観光資源の整備を見据え、エリア内の回遊性を高め、観光交流の創

出を図ります。 

・金原地区では、地域資源である「農業」、「観光」及び「交通」を生かした観光交流の

創出を図ります。 

 

③ 観光交流を創出する地区 

・相模湖駅周辺地区及び相模湖湖畔地区では、周辺の歴史的資源などを含め、商業、観

光、文化交流及び相模湖の情報発信地として地域における拠点の形成を図ります。 

・藤野駅周辺では、観光、芸術を中心とした体験・文化交流活動を行う澤井地区や牧野

地区などへの交通結節点や情報発信地としての地域形成を図ります。 

・津久井湖、城山湖、相模川、道志川などの水に親しむエリアでは、自然環境を生かし

て、観光、文化、レクリエーションの拠点づくりを推進します。 

・相模湖湖畔、津久井湖、相模川などの観光交流を促進する地区では、エリア内の回遊

性を高めるとともに、相互のネットワークの形成を図り、観光交流の創出を図ります。 

 
（５）土地利用のあり方を検討する地区 

・圏央道相模原インターチェンジ周辺や津久井広域道路などの沿道では、産業の展開の

可能性がある地区として、地域の雇用の創出に向け、周辺の環境に配慮しつつ、土地

利用のあり方について検討します。 

・圏央道相模原愛川インターチェンジへのアクセス道路などの沿道では、周辺の環境に

配慮しつつ、都市の活力を生み出すための土地利用のあり方について検討します。 

・リニア中央新幹線関東車両基地などが計画されている鳥屋地区では、土地利用の転換

が見込まれていることから、車両基地の建設及び周辺の開発などが津久井地域の自然

環境及び生活環境に配慮され、地域振興に資する取組となるよう誘導を図ります。 

 
（６）地域の活力向上 

公共施設や商業施設などが集積している地域拠点などでは、地域特性に応じ生活サ

ービスなどの機能を維持、誘導するとともに、公共施設の集約再編などにより、活力と

魅力あふれる市街地環境を形成し、市民生活の利便性や快適性の維持・向上を図りま

す。 

 

➀ 地域拠点などの形成 

・「地域拠点」（淵野辺・上溝・小田急相模原・東林間・古淵）の周辺では、利便性の高

い日常生活を営むための商業・サービスなどの都市機能を維持、誘導し、地域と一体

となった拠点を形成します。 

・「生活拠点」（久保沢（城山総合事務所周辺）・中野（津久井総合事務所周辺）・相模湖 
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駅周辺・藤野駅周辺・三ケ木周辺・寸沢嵐周辺・田名周辺・北里病院周辺・原当麻駅 

    周辺・金原周辺）では、身近な生活サービスなどの機能を地域に応じて維持、誘導し、      

地域住民の日常生活を支える拠点を形成します。 

 
② 利便性や快適性を高める都市づくり 

・地域に密着した商店街の特性を生かすため、誰もが自由に行き交うことができる歩行

空間の充実や緑化及びまちなみの演出などにより、商業地の利便性や快適性の向上を

促進します。 

 
③ 地域に根ざした都市づくりの取組 

・住民同士のコミュニティを生かし、地域のボランティア活動及び余暇活動などの地域

の住民と商店街とが協働することにより、商店街の活性化や地域の活力ある都市づく

りを促進します。 
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  都市力を高める都市づくりの方針図 
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４－３ 交通体系の方針 

【現状と課題】 

○新たな広域交通ネットワークとして圏央道が開通し、今後、リニア中央新幹線の駅設置

が予定されるなど、本市を取り巻く交通環境は大きく変化しています。 

〇更なる広域交通ネットワークの形成は、人口減少や超高齢化が進行する中においても、

都市機能の集積、産業の活性化、交流人口の拡大など本市の持続的な発展に向けた礎に

なることから、リニア中央新幹線の建設や小田急多摩線の延伸の促進、圏央道インター

チェンジへのアクセス道路の整備などに取り組む必要があります。 

○市民の暮らしや地域経済活動を支える幹線道路や自転車道、バスターミナルなどの基

盤整備や、コミュニティバス、乗合タクシーなどの地域公共交通の導入を進めている一

方、一部の地域では、人口減少による公共交通利用者数の減少やバス交通の収支率の悪

化など、公共交通の維持確保に課題があります。このため、交通事業者や市民との協働

により、鉄道、バス、タクシーなど公共交通の利便性向上や利用促進などに取り組み、

交通弱者や来訪者などの移動手段を確保する必要があります。 

○幹線道路や歩道、自転車道の未整備による生活道路への自動車の流入や自転車事故の

発生など、依然として安全性に課題があることから、安心して移動できる道路環境を構

築するほか、多様化する自転車の規格への自転車駐車場の対応など、自転車利用環境の

整備を進める必要があります。 

【基本方針】 

（１）広域的な交流を支える広域交通ネットワークの形成 

国内外から多くの人や企業を呼び込み、更なる交流を創出するため、鉄道や道路の広

域的なネットワークの形成を図ります。 

 

① 鉄道ネットワークの形成 

・リニア中央新幹線の円滑な建設及び駅設置を促進することで、名古屋圏・大阪圏など

広域的な連携・交流を促進します。 

・相模原駅・上溝駅への小田急多摩線の延伸に向けた取組を進めるとともに、近隣市町

村と連携し、田名地域を経由する愛川・厚木方面への延伸に向けた取組を進め、新た

な鉄道ネットワークの形成を図ります。 

・輸送力の拡大による利便性の向上を図るため、鉄道事業者と連携し、運行本数の拡大

や JR 相模線の複線化を促進します。 

 

② 広域的な道路ネットワークの形成 

・広域的な都市活動により発生する自動車需要に対応するため、圏央道や中央自動車道

の整備を促進します。 

・周辺都市間との交流・連携を支える、インターチェンジへのアクセス道路や隣接都市

と接続する道路などの整備を推進します。 



 

- 50 - 

 

・都市計画道路は、社会情勢等や交通状況の変化、目指すべき都市構造を踏まえ、必要

性や経路、構造の検証などにより見直しを行い、その位置付けや配置、整備の優先度

を検討し、住民や関係機関との調整を図りながら整備します。 

 
（２）安心して移動できる地域交通の形成 

効率的で利便性の高いバス路線網を構築するとともに、コミュニティバス、乗合タク

シーなど地域に応じた公共交通の維持確保により、公共交通を基幹とした多様な交通

の連携を図り、自家用車から公共交通への利用転換を推進します。 

また、市内の拠点間をつなぐ地域内幹線道路の整備とともに、自転車利用環境の向上

に取り組み、安全で安心して移動できる道路環境の充実を図ります。 

 

① 地域をつなぐ公共交通ネットワークの形成 

・交通ターミナル間を結ぶ路線とそれを補完する路線を設定することにより、市民の日

常生活を支える効率的で利便性の高いバス路線網の構築を図ります。 

・市南部地域の拠点間の連携強化、交通利便性の向上、環境負荷の軽減などを図るため、

幹線快速バスシステムの導入に向けた取組を推進するとともに、他地域への展開を検

討します。 

・津久井広域道路の交通利便性を生かし、津久井広域道路を活用したバス路線の一部再

編、公共交通の維持確保など橋本駅と津久井地域をつなぐ公共交通のあり方について

検討します。 

・市内の拠点間の連携強化や生活圏域を支える公共交通ネットワークの形成のため、鉄

道やバス路線網を補完するコミュニティバスや乗合タクシーの維持確保に向けた取

組を市民、事業者との協働により進めます。 

・公共交通の維持が困難な地域については、住民自助、共助、公助による機能維持を図

る取組を進めます。 

・自動運転などの新技術による技術革新の動向を捉え、新たな公共交通のあり方を検討

します。 

 

② 公共交通の利便性向上と利用促進 

・公共交通への利用転換を促進するため、鉄道駅や交通ターミナルなどと接続するバス

路線網の構築や自転車通行環境ネットワークの形成を図ります。 

・鉄道駅や交通ターミナルなどは、バス、タクシー、自転車など様々な交通が結節する

ことから、駅前広場や自転車駐車場などの整備をはじめ、バス総合案内システムなど

の情報提供の充実により、乗り換えの利便性向上を図ります。 

・交通渋滞の緩和や公共交通の利用促進を図るため、駅周辺などにおける交通の円滑化

や公共交通利用に向けた意識啓発などの取組を進め、自家用車から公共交通への利用

転換を促進します。 
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≪参考：公共交通を基幹とした多様な交通の連携のイメージ≫ 
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③ 地域における道路環境の充実 

・交通渋滞の解消や生活道路への通過交通の流入抑制、市内の拠点間や生活圏域となっ

ている周辺都市との円滑な連携のため、広域的な道路網に効率的かつ効果的に接続し、

多様な地域活動を支える道路の整備を推進します。 

・安全で安心して移動できる道路環境の充実を図るため、交差点改良や踏切道の立体交

差化を計画的に行うことや交通安全施設などの整備を推進します。 

・歩道整備やバリアフリー化、路上放置自転車対策、無電柱化など、歩行者の移動環境

の充実に向けた取組を推進します。 

・日常生活や消防・救援活動に支障をきたす狭あいな道路の拡幅整備や、通過交通が多

い道路などの安全対策を進め、地域の安全性や利便性の向上及び通学路の安全性の確

保に努めます。 

 

④ 自転車利用環境の整備 

・安全で快適に通行できる自転車走行空間を創出するため、自転車道や自転車レーンな

どの整備・拡充を図り、自転車通行環境の向上に取り組みます。 

・多様な駐車需要に対応するため、民間事業者との適切な役割分担・連携を図りながら、

自転車駐車場の整備や拡充、駐輪スペースの確保、既存自転車駐車場の改善などを進

めます。 

・健康増進や環境負荷の低減に寄与する自転車の利用環境を充実させるため、民間活力

を生かしたシェアサイクルの導入など自転車を活用したまちづくりを検討します。 
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  交通体系方針図 
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４－４ 環境と共生する都市づくりの方針 

【現状と課題】 

○本市は、豊かな自然環境と多様な都市機能を併せ持ち、様々なみどりや生物が生息・生

育しており、市民の生活にやすらぎと潤いを与えてくれています。 

○恵み豊かなみどりや水資源を将来の世代に継承していけるよう、生物多様性の重要性・

必要性について広く普及啓発を行うとともに、多様な主体と相互に連携・協働し、生物

多様性の保全や活用に取り組むよう促すことで、自然環境と多様な都市機能の調和を

図ることが必要です。 

○快適で安全な生活を送るためには、自然がもたらすやすらぎや心地良さを身近に感じ

られる生活環境をつくることが必要です。 

○生態系への影響や大きな自然災害など気候変動の影響が顕在化しており、本市におい

ても、持続可能な社会をつくるため、環境負荷の低減や循環型社会の形成、気候変動リ

スクを踏まえた都市づくりが必要です。 

【基本方針】 

（１）水とみどりの織りなす骨格構造の形成 

中山間地域に広がる森林地帯、相模湖、津久井湖、宮ヶ瀬湖などの水辺空間、相模川

をはじめとする河川、身近なみどりといった市を特徴付ける自然環境を保全し、「水と

みどりの骨格構造」を形成します。 

 
➀ 「都市緑化ゾーン」 

・木もれびの森や河川沿いの斜面林などのまとまった緑地、公園、広場、農地、街路樹

など、主に都市部の緑化や身近な自然の保全・再生を図る地域を「都市緑化ゾーン」

に位置付けます。 

 

② 「水源保全ゾーン」 

・自然公園である丹沢大山国定公園や、県民の貴重な水がめとなっている相模湖や津久

井湖、道志川などの水源地としての水源かん養機能、生物の生息・生育環境や優れた

自然景観などの豊かな自然環境と人々が共生しながら、主に中山間地域の水源の保

全・再生を図る地域を「水源保全ゾーン」に位置付けます。 

 
③ 「水とみどりの軸」 

・相模川とその斜面林、道志川、横山丘陵緑地などの斜面林と一体となった道保川、姥

川、八瀬川及び市境を形成する境川を「水とみどりの軸」に位置付けます。 

・環境保全や景観形成、生物多様性の確保などのためのつながりをもった自然空間とし

て保全します。 
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④ 「水とみどりの核（自然公園）」 

・市域を越えた自然が連なり、豊かな緑や幾多もの沢、水源かん養機能や生物の生息・

生育環境を形成するなど多様な機能を有する丹沢大山国定公園、県立陣馬相模湖自然

公園及び県立丹沢大山自然公園を「水とみどりの核」と位置付けます。 

 
⑤ 「水とみどりのふれあい交流拠点」 

・２つのゾーンと水とみどりの軸が交わるとともに、豊富な自然資源である津久井湖や

城山湖、県立津久井湖城山公園などの大規模な公園のほか、一都六県を結ぶ自然歩道

である関東ふれあいの道などが立地し、人、自然、まち、文化、歴史などが交流する

エリアを「水とみどりのふれあい交流拠点」に位置付けます。 

 

⑥ 「みどりの拠点」 

・相模湖林間公園、相模原北公園、横山公園などの大規模な公園や、市街地に残された貴重

な緑地である木もれびの森、東林ふれあいの森などを「みどりの拠点」に位置付けます。 

・みどりの保全を図るとともに、スポーツ・レクリエーションなどの利用や防災の観点

から整備を推進します。 

 

⑦ 「水辺の拠点」 

・相模湖や津久井湖、宮ヶ瀬湖といった大規模な水辺のほか、親水空間の形成を図る主

な水辺を「水辺の拠点」に位置付けます。 

・市民や来訪者が水辺に親しめる空間として、既存の親水空間を適切に管理するととも

に、自然環境や生態系に配慮しながら新たな親水空間の創出を図ります。 

 

⑧ 「自然活用による交流」 

・市域を越える広域的な視点で、水とみどりを捉え、豊かな水とみどりを活用し、自然

と人のふれあいや交流の創出を図るため、管理者や隣接都市などと連携しながら、観

光案内機能や散策路の整備などを推進します。 

 

（２）恵み豊かな自然環境の保全 

恵み豊かなみどりや水資源を将来の世代に継承していけるよう、森林の保全・活用や、

水源の水質保全、生物多様性の保全を推進します。 

 

① 森林の保全・再生と林業の振興 

・丹沢山地及び陣馬山に代表される山々は、周辺都市と連担した形で原生林が広がり、

国定公園などの指定を受けているため、大切に保全し後世に継承します。 

・私有林の所有者が実施する整備に対する支援とともに、市有林の計画的な整備を推進

します。 

・舗装整備により森林施業の負担軽減を図るとともに、林道の適切な維持管理を行いま

す。  
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② 水源環境の保全・再生 

・適切な森林の維持管理を進め、水源かん養機能の向上を図るとともに、相模湖をはじ

め、津久井湖・宮ヶ瀬湖など県民の貴重な水がめである湖の水質や自然環境を保全す

るとともに、水や自然とふれあい親しむ空間として活用を図ります。 

 

③ 生物の生息・生育状況の把握と適切な保護・管理 

・市内における生物の生息・生育状況の把握に努め、特定外来生物の防除をはじめとす

る生物の適切な保護・管理や、多様な生物が生息・生育できる環境の保全・創出に関

する取組を通じて、地域の特性に応じた生物多様性の保全活動を推進します。 

 

（３）自然を身近に感じられる生活環境づくり 

地域特性を生かした魅力ある公園の整備のほか、緑地・河川・街路樹の整備など、身近

な自然やみどりと調和し、生物多様性の保全に配慮した環境づくりを推進します。 

 
① まとまりのあるみどりの保全・創出 

・相模横山・相模川近郊緑地特別保全地区、河川沿いや段丘沿いの斜面林など、豊かな

みどりの保全・再生を推進します。 

 

② やすらぎと潤いのある水辺環境の形成 

・豊かな自然の中を流れる相模川・道志川・串川をはじめ、境川・道保川・鳩川・姥川・

八瀬川といった都市部を流れる河川や中山間地域を流れる水路においては、自然環境

に配慮した河畔林などの適正管理や多自然川づくりにより、良好な水辺環境の形成に

取り組みます。 

 

③ 身近なみどりの保全と創出 

・公共施設内のみどりの保全に取り組むとともに、街路樹や街路植栽の充実などを推進

します。 

・みどりをつなぐルートとして、安全で快適に移動できる緑道の整備を推進します。 

・市民緑地・保存樹林・保存樹木の制度などの適正な運用を図ります。 

・緑化重点地区では、重点的に公園緑地などの整備や緑化を図ります。 

・工場や大規模マンションなどの大規模開発の際の緑化指導を適切に実施します。 

・その他の民間施設や住宅において、敷地内の緑化や建物の屋上・壁面緑化など、身近

なみどりの創出を促進します。 

 

④ 魅力ある公園づくりの推進 

・地域ごとの利用者のニーズや特性を生かし、市民の憩いの場となるような魅力的な公

園の整備を推進します。 

・大規模公園から身近な公園・緑地などの各施設の安全性や機能・役割の発揮が図られ

る適切な公園管理を推進します。  
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・さまざまな事業主体との連携や市民参画による多角的な利用など、さらなる公園の利

活用を推進します。 

 

⑤ 農地の保全と活用 

・農業の果たす役割の重要性が増す中、食料供給・環境保全・防災などの多面的機能を

もつ農地を大切にしたまちづくりを推進します。 

・市街化調整区域や中山間地域に多く存在する優良農地では、農業生産基盤の整備など

により保全を図るとともに、各地域の特性を踏まえ、体験農園や農家レストランなど

としての農地の活用を検討し、農とふれあう場としての活用を図ります。 

・市街化区域内の農地は、良好な都市環境の形成を図るため、生産緑地地区制度などを

活用し、その維持に努めます。また、営農継続による維持を促進しつつ、市民農園や

農家レストランへの活用などを検討します。 

 

⑥ 適切な水循環への取組 

・市街地における道路や公園などの基盤施設、公共施設や民間建築物の敷地内では、雨

水浸透施設の設置や緑地の確保を促進するとともに、市街地の緑地を保全し、地下水

のかん養を図るなど適正な水循環を確保するための取組を進めます。 

・神奈川県の貴重な水源地としての重要な役割を担っている本市においては、相模川流

域の自治体、水資源供給先の自治体との環境施策面での連携を図り、環境負荷の低減

に取り組みます。 

 

（４）環境負荷の低減 

再生可能エネルギーの導入促進、省エネルギー化、資源循環の推進など、環境負荷の低

減に向けた取組を推進します。 

 

① 低炭素社会の形成に向けた取組 

・太陽光発電など再生可能エネルギーの積極的な利用促進や、省エネルギー設備の導入

に向けた支援などに取り組むとともに、地域と連携して低炭素型のライフスタイルへ

の転換を促します。 

・次世代クリーンエネルギー自動車の普及や交通基盤の整備などの推進とともに、未利

用エネルギーの活用や防災面に有益な分散型電源の導入を推進します。 

・温室効果ガスの削減に大きな効果がある森林について、市民や事業者との連携・協力

による保全・再生を推進します。 

・幹線道路網の形成や交差点改良などによる渋滞軽減、公共交通の利用促進、過度な自

動車利用の抑制と相乗りの呼びかけなどにより、交通需要と環境負荷の低減に努めま

す。 

・公共施設での緑化・省エネルギー化に取り組むとともに、民間建築物での同様の取組

を促進します。  



 

- 59 - 

 

・二酸化炭素などの吸収源である森林や緑地、夏場の高温化を抑制する水辺空間の保全・

創出とネットワーク化を図ります。 

 

② 循環型社会の形成に向けた取組 

・建設廃棄物の減量化やリサイクルなど、発生抑制、排出抑制、再使用、再生利用など

の資源循環に関わる取組を促進します。 

 

③ 気候変動適応策の推進 

・本市の地域特性を踏まえた水害や土砂災害に強い都市づくり、ヒートアイランド現象

の緩和などにより地球温暖化の進行に伴う気候変動の影響の回避・軽減などを図りま

す。  
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  水とみどりの方針図 
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４－５ 都市づくり関連施設の方針 

【現状と課題】 

○上下水道、廃棄物処理施設、河川関連施設などは、安全で快適な暮らしや産業活動を支

える重要な基盤施設として、適切な維持管理を図るとともに、必要な施設の新規整備を

検討・推進することが必要です。 

○維持管理や更新に当たっては、資源循環や自然環境保全への配慮、耐震性の向上などに

留意することが必要です。 

【基本方針】 

（１）上水道の適切な維持管理 

・県営水道供給区域を除く簡易水道、小規模水道などの事業区域（津久井地区・藤野地区

の一部）では、安全で良質な飲料水の安定供給のため、上水道の適切な維持管理を推進

します。 

 
（２）下水道の適切な維持管理と計画的整備 

 

① 生活排水対策の推進 

・水源地やその他の公共用水域の水質保全など、環境に配慮した水環境の維持・構築に

向けて、生活排水対策として、公共下水道（汚水）の整備を進めるとともに、高度処

理型浄化槽の整備、浄化槽の設置を促進します。 

・合流式の下水道区域においては、計画的に、公共下水道合流式区域の分流化を推進し

ます。 

 

② 雨水対策の推進 

・集中豪雨による局所的な浸水被害を防ぐため、河川整備と連携して効果的な雨水対策

を推進します。 

・雨水浸透施設の整備促進により、雨水の流出を抑制するとともに、地下水のかん養を

図ります。 

 

③ 下水道施設の適切な維持管理 

・健全な下水道経営を進めるために、下水道施設の適切な維持管理による延命化や有効

利用を図ります。 

・緊急輸送道路などに埋設している重要な下水道施設について、優先的に耐震化を推進

します。 
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（３）廃棄物処理施設などの適正配置 

・市民の日常生活や事業者の事業活動に伴って排出されるごみやし尿を適正に処理する

ため、将来を見通した廃棄物処理施設の計画的な整備を図ります。 

・資源のリサイクルを推進するため、情報の周知や啓発などの施策を推進するとともに、

民間事業者との連携を図りながら、再生利用・資源化について取組を進めます。 

・産業廃棄物処理施設などの設置に当たっては、工業系用途地域への誘導や、事前手続を

実施することで関係住民などの相互理解を深め、生活環境の確保を図ります。 

 
（４）自然環境と人との調和が取れた川づくり 

・市民の生活や財産を水害から守るため、河川改修や調整池の設置などの治水施設の整

備を推進します。 

・地域特性を生かして、親水護岸や散策路など、親水空間づくりを検討・推進します。 

・相模川、串川、道志川、秋山川などの国や県が管理する河川や湖についても、安全性や

環境の維持向上に努めるとともに、管理者と連携しながら観光資源などとしての有効

活用策を検討し協議・推進します。 

 
（５）火葬場の整備 

・高齢化の進行に伴う今後の火葬需要に対応するため、（仮称）新斎場の整備に向けた取

組を推進します。 
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４－６ 魅力的な景観づくりの方針 

【現状と課題】 

○景観に配慮した建築物や身近な緑が増加するなど、市全域において景観誘導が着実に

図られている一方、市特有の景観資源を生かした個性的な景観づくりは進んでいませ

ん。 

○豊かな自然を有し、多様な都市機能を併せ持つ都市として、広域交流拠点の形成による

風格のある市街地や、誇りと愛着の持てる周辺環境と調和したまちなみなどの魅力的

な景観を形成するためには、多様な主体との連携・協働による地域特性に応じた景観づ

くりや貴重な景観資源の保全などに取り組む必要があります。 

【基本方針】 

（１）骨格的な景観づくり 

都市部の市街地や川沿いの低地などからなる「まちなみ景域」、中山間地域の山地と

湖などからなる「やまなみ景域」、地域の顔となる駅周辺や公園などの「景観拠点」、地

域をネットワークする道路や河川などの「景観軸」について、地域特性やその骨格的要

素を生かした景観づくりを進めます。 

 

① 「まちなみ景域」の形成 

・相模原台地上に集積する多様な都市機能を生かし、全体としてのまとまりに配慮した

魅力ある「まちなみ景域」を形成します。 

・相模原台地の上段の市街地が形成されている地域は「まちの地域」として、にぎわい

と個性あふれる景観形成を進めます。 

・城山地域から下流の相模川とその周辺に広がる斜面林や農地などの多様な自然的資源

と市街地が近接する地域は、「川とまちの地域」として、水辺にふれあえる豊かなみど

りの映える景観形成を進めます。 

 

② 「やまなみ景域」の形成 

・中山間地域の豊かな自然環境と調和した「やまなみ景域」を形成します。 

・津久井地域から上流の相模川や道志川、串川周辺に市街地や集落地が形成されている

地域は「湖と里の地域」として、うるおいのある景観を形成します。 

・丹沢山地及び陣馬山に代表される山々や、その中に点在する農地や集落からなる地域

は「山と里の地域」として、落ち着きのある景観を形成します。 

 

③ 「景観拠点」の形成 

・橋本・相模原・相模大野の各駅周辺は、「都市の景観拠点」として、活力とにぎわいの

感じられる景観を形成します。特にリニア中央新幹線の駅や相模総合補給廠の一部返

還地及びその周辺での新しい景観を形成します。  
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・淵野辺、上溝、小田急相模原、東林間、古淵、原当麻、相模湖及び藤野の各駅周辺は、

「地区の景観拠点」として、地域特性を生かした景観を形成します。 

・当麻、麻溝台・新磯野、金原の各地区は、「新たなまちづくりの景観拠点」として、周

辺環境と調和した新しい景観を形成します。 

・若柳地区は、「交流・レクリエーションの景観拠点」として、周辺の自然環境や観光資

源を生かし、にぎわいのある景観を形成します。 

・相模原北公園、横山公園、淵野辺公園、県立津久井湖城山公園などの主要な公園や（仮

称）相模原市市民の森を「みどりの景観拠点」として、みどりを保全するとともに、

市民に親しまれる景観を形成します。 

・相模湖・津久井湖・宮ヶ瀬湖や、八景の棚・三段の滝周辺・水郷田名地区・相模川自

然の村公園などを「みずの景観拠点」として、親水性を生かし、自然と調和した景観

を形成します。 

 

④ 「景観軸」の形成 

・横山丘陵及び相模川沿いの斜面林を「みどりの景観軸」として、連続する緑のスカイ

ラインの景観を保全します。 

・相模川・境川・道志川とその周辺を「みずの景観軸」として保全し、水辺の景観を楽

しめる場の整備など、やすらぎや親しみが感じられる景観を形成します。 

・まちなみを印象付ける主要な街路などを「みちの景観軸」として、風格や個性が感じ

られる景観を形成します。 

 

（２）地域の魅力を高める景観づくり 

建築行為などに対し、周辺環境と調和した色彩などの誘導を行い、豊かな自然と市街

地の景観を良好に保全します。 

また、まちなみにふさわしい屋外広告物の規制や誘導により、潤いのある豊かな自然

景観とにぎわいや風格のある市街地景観を形成し、地域の魅力を高めます。 

 

① 重点的な景観づくり 

・積極的に景観形成を図る必要がある地区は、景観形成重点地区の指定に向けた取組を

進めます。 

・景観重要樹木を有する市役所前さくら通り地区や新たなまちづくりを行う地区等にお

いては、住民等との合意形成を図りながら、地区の個性的な景観資源を生かした独自

のルールづくりを行います。 

 

② 住宅地・集落地の景観づくり 

・隣接する建築物が調和した中高層住宅地、みどり豊かで落ち着きが感じられる低層住

宅地、自然と調和した郊外の住宅地や集落地など、地域特性を生かした景観を形成す

るとともに、より良い景観の維持・増進のために景観協定などの地区のルールづくり 
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を促進します。 

 

③ 商業地の景観づくり 

・商業地は、個性豊かでにぎわいの感じられる景観を形成します。また、地区特性にふ

さわしい屋外広告物の掲出の促進により、地域の魅力の向上を図ります。 

 

④ 工業地の景観づくり 

・工業地では、敷地内の緑化や建物の形態意匠に配慮した景観形成を誘導するとともに、

住宅地に混在する中小規模の工場についても、周辺環境と調和した景観形成を促進し

ます。 

 

⑤ 公共施設における先導的な景観づくり 

・市役所、区役所、公民館、図書館などの公共施設は、地域の景観を先導する施設とし

て、景観に配慮した維持管理を行うとともに、再編整備や建替えの機会には、より良

好な景観の形成に配慮します。 

・道路や公園などの公共施設は、無電柱化や市民の憩いの場の創出などにより、良好な

景観の形成に配慮します。 

・「公共施設サイン整備指針」に基づき公共サインの整備を図ります。 

 

⑥ 田園景観の保全 

・中山間地域及び市街化調整区域にみられる農地の広がる景観を大切に保全します。 

 

⑦ やまなみ景観への配慮 

・丹沢山地などの山々への眺望に配慮した景観形成を進めるとともに、事業用太陽光発

電設備の設置に対する適正な景観誘導方策を検討します。 

 

（３）心を豊かにする身近な景観づくり 

市民に親しまれている景観資源の保全・活用や、人々にやすらぎや潤いを与える身近な

緑の創出などにより心を豊かにする景観形成を進めます。 

また、歴史や文化を生かした景観や生態系に配慮した環境にやさしい景観を形成しま

す。 

景観づくりへの関心を高めるための普及啓発などに取り組み、市民との共有財産であ

るより良い景観を次代に引き継ぎます。 

 

① 歴史や文化を生かした景観づくり 

・旧甲州街道の風情を残す街並みや神社仏閣のある街並み、里山の風景などを保全・活

用します。 

・景観重要建造物及び景観重要樹木の指定を推進します。 
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・藤野地区などにおける古民家活用など、新しい文化の創造につながる取組における景

観誘導方策を検討します。 

 

② 環境にやさしい景観形成 

・水、みどりなどの自然的資源を保全・育成するとともに、素材や工法の工夫による生

態系に配慮した環境にやさしく持続性や快適性を兼ね備えた景観形成を進めます。 

 

③ 人にやさしく心地よい景観形成 

・多くの人が心地よく景観を実感できるよう、眺望の場の保全・整備を進めるとともに、

視覚的な美しさに留まらず、音や香り、季節感を通じて心地よさを五感で感じられる

良好な景観を形成します。 

・誰もが快適に暮らせるよう段差や勾配の少ない道路や公共施設整備を進めるとともに、

周辺のまちなみと調和した歩行空間の充実など、景観に配慮したユニバーサルデザイ

ンを推進します。 

 

④ 市民参加による景観づくり 

・市民やまちづくり団体などの活動を支える仕組みや制度の充実とともに、行政の推進

体制の充実・強化を図ります。 

・普及啓発活動や情報提供、参加機会の充実など、市民の景観づくりへの関心を高める

取組を推進します。 
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魅力的な景観づくりの方針図 
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４－７ 快適な住環境づくりの方針 

【現状と課題】 

○市営住宅の計画的な供給や住宅の耐震化の促進などにより、安全で安心なまちづくり

が進んでいる一方、人口減少や少子高齢化、２０代から３０代の就職・住宅購入世代の

転出超過のほか、空き家の増加やマンションの老朽化などによる防災、防犯、景観、衛

生上の問題や、地域コミュニティの希薄化による住環境の質の低下が懸念されていま

す。 

○多様な主体との連携・協働により、誰もが安全で安心して暮らせる住生活の実現や地域

特性を生かした質の高い住環境の形成などに取り組むことが必要です。 

【基本方針】 

（１）地域特性を生かした住環境の形成 

安全で快適な住環境の形成とともに、地域の特性を踏まえた住宅の規制・誘導を図り

ます。また、ライフスタイルに応じた多様な住み方のできる環境の整備を推進します。 

 

① 安全で快適な住環境の形成 

・市街地整備、道路整備、公園整備などにより防災性の高い都市空間形成を図るととも

に、耐震化の促進などにより住宅の防災性の向上を図ります。 

・暗所や死角の解消などによる見通しの確保などを防犯対策活動とともに推進します。 

・住民などへの災害の危険性が高い区域における危険性や避難方法などの周知を図ると

ともに、適正な居住の誘導を図ります。 

 

② 地域特性や住環境を踏まえた住宅の規制・誘導 

・豊かな住環境の形成に向けて、時間をかけながら、地域特性を踏まえた適正な居住の

誘導を図ります。 

・住宅と工場が混在している地区では、住環境と操業環境との調和を図ります。 

・土地区画整理事業などの都市基盤整備により、適切な土地利用を図ります。 

・良好な環境が形成されている住宅地の環境保全などのため、住まいや生活道路などに

関するルールづくりなどを促進します。 

 

③ 地域の実情に応じた活動の支援・担い手の育成  

・空家等の住宅ストックや地域資源を活用し、民間事業者・ＮＰＯ・地域住民などの関係

者が主体的に地域課題に取り組むことができる環境づくりを促進します。 

 

④ 多様な住み方のできる環境の整備 

・価値観が多様化する中、都市部と中山間地域が共存する本市の特性を生かし、様々な住

み方を選択できる住環境の整備を推進します。 
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・利便性の高いまちなかへの居住の誘導やライフステージに応じた住み替えの支援を図

ります。 

 

（２）良質な住宅ストックの形成 

良質な住宅ストックの確保とともに、空家等の対策に取り組み、適正管理の促進を図

ります。また、空地などを活用して、コミュニティの維持・活性化を推進します。 

 

① 良質な住宅ストックなどの確保 

・快適に使用できる質の高い住宅の供給を促進するとともに、既存の住宅ストックの適

切な維持管理や質を高めるリフォームの促進などにより、持続性の高い住宅地づくり

を促進します。 

・省エネルギーや省資源などの取組と連携し、良質な住宅の供給を促進します。 

 

② 空家等の適切な管理と利活用の促進 

・今後の人口減少の進行などを背景とした空き家問題に対し、総合的な対策を実施する

ため、調査・研究・情報収集を実施します。 

・管理不全な空家等の解消に向け取り組むとともに、危険性の高い空き家に対しては、

法に基づく処置により解決を図ります。 

・空き家や中古住宅に関する情報提供、地域の特性に応じた活用策、流通促進に向けた

支援を行うことで、空き家の利活用を促進します。 

 

③ 空き地の有効活用の促進 

・住環境の悪化をもたらす側面のある空き地の有効活用のための啓発、民間事業者への

紹介などを推進します。 

・地権者や地域との協働により、借地による広場利用などの可能性を検討します。 

 

④ 分譲マンション・団地の適切な維持管理と再生支援 

・分譲マンション・団地の管理組合による適正管理を、関係団体と連携して啓発します。 

・分譲マンション・団地が、将来管理不全とならないように、長寿命化や円滑な修繕が可

能となるように取組の支援を行います。 

・団地の実態把握と共に、適正管理や複合利用の検討などを支援し、団地再生に向けた取

組を促進します。 

 

（３）安心して暮らせる住生活の実現 

誰もが安心して暮らせる住生活の実現とともに、重層的な住宅セーフティネットの

構築により、住宅確保要配慮者の居住の安定を図ります。また、ユニバーサルデザイン

の考え方に基づいた安全で快適な都市空間の形成を図ります。 
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① 若年世帯・子育て世帯への居住支援 

・若年世帯や子育て世帯が快適に居住できる住宅の供給促進や住環境の形成を図ります。 

 

② 高齢者世帯などへの居住支援 

・高齢者などが安心して住み馴れた地域で住み続けることができる住環境の形成を図り

ます。 

・住宅のバリアフリー化など、住みやすい住宅づくりを支援します。 

 

③ 住宅に困窮する世帯への居住支援 

・空き家・空き室情報の活用、住宅市場との連携を検討します。 

・市営住宅の適正管理により、長寿命化などを推進します。 
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４－８ 災害に強い都市づくりの方針 

【現状と課題】 

○近年、震災や水害などの甚大な被害をもたらす災害が各地で発生しており、本市におい

ても、台風による土砂災害などの被害が発生しています。このような災害は、いつ発生

するか予測することは難しく、日頃から発生に備えた安全対策を講じておくことが求

められています。 

○本市では、これまで災害に強い都市基盤を形成し、市民一人ひとりが災害に対し備える

よう、防災・減災の取組を進めてきましたが、想定外の事態をなくすべく、今後も他自

治体などとの連携を図りながら更なる取組を進め、災害に強くしなやかなまちづくり

を進める必要があります。 

【基本方針】 

（１）地震災害に強い都市づくり 

地震災害への対策としては、計画的な都市基盤の整備・保全の推進を前提に、「点」

（建物や公共公益施設）、「線」（幹線道路）及び「面」（地域）の各機能の強化の観点か

ら、必要な施策・事業を推進し、地震災害に強い都市構造の形成を目指します。 

 

① 減災・避難・救援のための空間の確保 

・幹線道路沿道の建築物の耐震性の向上や、都市計画道路の整備促進により延焼遮断帯

として機能する都市空間を確保します。 

・幹線道路網の整備や沿道建物の適正な誘導による避難・救援機能などの強化を図ります。 

・緊急輸送道路に指定された区間を中心に無電柱化を推進します。 

・災害時の避難場所となる公園・広場などのオープンスペースを計画的に確保し配置し

ます。 

 

② 都市施設の耐震性などの向上 

・緊急輸送道路をはじめとした道路・橋梁・下水道などの土木インフラの耐震化を推進

します。 

・消火栓の充実や耐震性貯水槽の整備などを推進します。 

 

③ 住宅市街地の防災力の向上 

・市民参加の都市づくりの中で、防災力の向上に向けた取組を促進します。 

・生活道路網の充実（狭あい道路の拡幅）、オープンスペースの確保（公園・広場・建物

周り・都市農地など）などの市街地の整備を図ります。 

・住宅、建築物、ブロック塀などについて、安全性に関する意識啓発や耐震性の向上を

促進します。  
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・不燃化促進のための防火地域・準防火地域の指定や意識啓発などを検討します。 

・地盤の安全性を確保するため、特に大規模な盛土地域の現況調査を実施し、情報提供

や啓発などを実施します。 

 

④ 「事前復興」の取組 

・地震災害による被害を想定し、その後の復興の姿を平時から検討する、「事前復興まち

づくり」の取組を推進します。 

 
（２）水害に強い都市づくり 

浸水被害の軽減・解消のため、河川の治水機能の向上、雨水排水施設の整備、一時貯

留や流出抑制のための浸透施設の整備などを推進します。 

 

・鳩川、道保川、八瀬川、姥川などの治水機能の向上を図るとともに、自然環境に配慮し

た計画的な河川整備を進めます。 

・雨水管の整備や歩道の透水性舗装など、雨水処理や一次貯留機能の向上を図るととも

に、保水機能や遊水機能をもつ森林、緑地、農地などを保全します。 

・護岸施設・柵渠
さっきょ

施設・貯留浸透施設（学校貯留など）の老朽化への対策を推進します。 

・開発事業における貯留施設の設置など、適正な整備を促進します。 

・住民などへ水害のおそれがある区域における危険性や避難方法などの周知を図るとと

もに、適正な居住の誘導を図ります。 

 

（３）土砂災害に強い都市づくり 

土砂災害対策として、急傾斜地の点検と必要に応じた法面対策工事、砂防工事などの

治山・治水事業などを県と連携を図りながら推進します。 

 

・緊急輸送道路や山間部、河岸段丘などの道路沿いにおいて、災害の危険性の高い崖地の

点検や、対策工事などの道路災害防除事業を推進します。 

・県の急傾斜地崩壊対策事業や土石流の発生防止のための砂防事業など、防災対策の更

なる推進を要望します。 

・開発事業に対して法面対策の徹底など、適正な整備を促進します。 

・住民などへ土砂災害のおそれがある区域における危険性や避難方法などの周知を図る

とともに、適正な居住の誘導を図ります。 
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区別構想は、全体構想に示された都市づくりの方針、総合計画区別基本計画における「区

の目指す姿」やそれを実現するための「取組方針」を受け、各区の特性に応じた都市づくり

の方向性を示すものです。 

 

 

 

  

Ⅴ 区別構想 
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１ 緑区 

１－１ 緑区の現況と課題 

（１）緑区の現況 

 

人口・世帯数 

・平成 27 年国勢調査における緑区の人口は、約 17.４万人で市全体の 24.1％を占め

ます。推移をみると、平成 22 年まではゆるやかな増加傾向にあったものの、平成 27

年には減少に転じています。 

・世帯数は約 7.1 万世帯で、1 世帯当たりの人員は約 2.44 人となっています。１世帯

当たりの人員は、減少傾向にあり、核家族化や単身世帯の増加がみられます。 

 

 緑 区 市 全 体 

総人口 173,612 人 720,780 人 

年少人口 21,474 人（12.4％） 88,850 人（12.4％） 

生産年齢人口 108,099 人（62.7％） 454,821 人（63.6％） 

前期高齢者人口 25,662 人（14.9％） 98,321 人（13.8％） 

後期高齢者人口 17,170 人（10.0％） 72,719 人（10.2％） 

世帯数 71,182 世帯 311,188 世帯 

世帯あたり人員 2.44 人/世帯 2.32 人/世帯 

人口密度 6.8 人/ha 21.9 人/ha 

面積 25,393ha 32,891ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人口・世帯の現況】 

※総人口は年齢不詳分も含むため年齢 3 区分の合計と一致しない 

【総人口推移】 【世帯数推移】 

出典：平成 27 年国勢調査、平成 30 年版統計書

※平成 12 年は小地域集計から区ごとに作成 

平成 17 年は神奈川県統計センターHP 情報から区ごとに作成 

出典：国勢調査（各年）
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産業動向 

・産業分類別の第 2 次産業（製造業など）が 2 割程度、第 3 次産業（サービス業）が

8 割程度を占めています。 

・卸売業・小売業の事業所数及び従業者数は減少傾向である一方、年間商品販売額は、

横ばい傾向となっています。 

・事業所数、従業者数は減少傾向である一方、製造品出荷額等は近年増加傾向にありま

す。 

・観光客数及び観光客消費額は平成 27 年に大幅に増加しましたが、平成２９年は減少

しています。 
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【産業別事業所数及び従業者数（平成 26 年）】 【卸売業・小売業の事業所数等の推移】 

【事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移】 

出典：相模原市統計書（各年） 

出典：経済センサス 

出典：工業統計調査（各年、従業者数 4 人以上の事業所） 

【観光客数と観光客消費額の推移】 

出典：商業統計調査（各年） 
※平成 26 年は統計調査方法の変更があったため、前回統計の数値との比較はできません。 
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土地利用 

・緑区は自然的土地利用が 8 割強、都市的土地利用が 1 割強となっています。 

・東部の市街化区域内には住宅地が広がっているほか、西部の国道 20 号や国道 412

号沿道にも低層住宅を中心とした住宅がみられます。 

・南橋本駅の周辺には大規模な工場が立地しています。 

・国道 16 号や国道 413 号の沿道には商業地としての土地利用がみられます。 

・西部の中山間地域には、山林や農地など自然的土地利用が広がっています。 
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出典：平成 27 年都市計画基礎調査から作成（相模総合補給廠一部返還などを反映）

市全域 

緑 区 
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市街地整備と幹線道路網 

・区の東部の一部は、戦前の「軍都計画」に基づく土地区画整理事業が施行されたこと

から、敷地形状が整形とし、道路などの都市基盤が整っています。 

・相模湖駅前や橋本駅周辺でも土地区画整理事業が完了しており、橋本駅周辺の 2 地区

では市街地再開発事業も施行されています。 

・都市計画道路として（都）国道 16 号線や（都）城山津久井線などを定めており、そ

のうち、（都）城山津久井線や（都）宮上横山線などの一部が事業中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 西部 》 

《 東部 》 

出典：相模原市資料（令和元年 6 月）
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公共交通 

・鉄道として JR 横浜線、JR 相模線、JR 中央本線及び京王相模原線があり、区内には

橋本駅、相模湖駅及び藤野駅があります。 

・バス交通網は、市街化区域をおおむね網羅しています。西部の中山間地域では、集落

におけるバス交通網は、おおむね網羅されているものの、1 日の運行本数が 30 本未

満/日の路線が多い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報、交通事業者 HP 情報から作成（平成 3１年４月） 
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水とみどり 

・中山間地域には、豊かな自然環境を有する丹沢大山国定公園や県立丹沢大山自然公園

などがあります。 

・都市計画公園として、県立津久井湖城山公園、相模湖林間公園、相模原北公園などが

あります。 

・相模川沿いの斜面林や若葉台地区の南側斜面が特別緑地保全地区（市街地近郊におけ

る緑地を保全するもの）に指定されています。 

・区内には相模湖、津久井湖、宮ヶ瀬湖、城山湖及び奥相模湖があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《 西部 》 

《 東部 》 

出典：相模原市資料（平成 29 年 6 月）
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相原中学校 

県立橋本高校 

北相中学校 

県立相模原総合高校 

 

想定される自然災害 

・水害に関しては、境川や相模川沿いの一部の地域において、洪水浸水想定区域に指定

されています。 

・中山間地域においては、土砂災害特別警戒区域や土砂災害警戒区域の指定箇所があり

ます。 

・地震災害に関しては、最大震度 6 強の揺れに見舞われる箇所が想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：地域別揺れやすさマップ（緑区全体）

出典：相模原市資料（平成 31 年 4 月）

《 揺れやすさマップ 》 
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（２）緑区の課題 

■土地利用 

・橋本駅周辺における本市の中心市街地及び玄関口にふさわしい土地利用の誘導 

・生活拠点における既存の都市機能・都市基盤ストックを生かした市街地形成 

・住宅地や工業地など個性や特色を生かした土地利用の誘導 

・住宅と工場などの用途混在地区における適切な土地利用 

・相模原ＩＣ周辺における適切な土地利用 

・丹沢大山国定公園などの自然環境やまとまった農地の適切な保全と活用 

・人口減少下における既存集落のコミュニティや地域活力の維持 

・既存施設を活用した観光拠点の整備及び観光客が訪れるための基盤づくり 

■交通 

・津久井広域道路など広域幹線道路の整備 

・橋本駅周辺における「首都圏南西部における広域交流拠点」にふさわしい交通機能の

強化 

・幹線道路などの交通渋滞の解消（国道１６号、国道 413 号など） 

・安全に利用できる道路環境の整備や維持管理 

・地域の実情にあった公共交通機関などの交通ネットワークの形成 

・中山間地域における移動手段の維持確保 

■自然環境 

・県立陣馬相模湖自然公園などの自然環境の適切な保全と活用 

・市の中核となる「水とみどりのふれあい交流拠点」の保全と機能強化 

・相模湖、津久井湖、宮ヶ瀬湖、相模川、道志川などの水質保全や親水空間の形成 

・身近な都市公園の整備及び活用の促進 

・農地や里地里山の保全と活用 

■景観 

・橋本駅周辺における活力とにぎわいのある景観形成 

・生活拠点における周辺の自然環境に配慮した景観形成 

・歴史的まちなみや文化財を生かした景観形成 

・丹沢大山国定公園、湖、河川など豊かな自然環境を生かした景観形成 

■住環境 

・橋本駅周辺における魅力ある住環境の形成 

・人口減少などに伴う、住宅地や住宅団地における空き家の増加への対応 

・老朽化した市営住宅の適切な維持管理 

・住宅地、集落など様々な特性の住環境の維持 

・産業系施設周辺における住環境と創業環境の調和 

・住宅地や通学路などの暗所や死角の解消 

・子どもを安心して育てることができる環境整備 

■防災 

・土砂災害などの自然災害への対応 

・災害時における避難経路の確保 

・災害リスクの周知と適正な居住の誘導 
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１－２ 緑区の都市づくりの方針 

 

【緑区の目指す姿・取組目標】 

実る緑区 

～都市と自然がつながり合うまちを目指して～ 

 

 

 ① 「守り合う・助け合う」まちづくり 

・大規模災害に備え、防災力の強化に取り組みます 

・地域とともに安心して過ごせるよう取り組みます 

 

 ② 「創り合う・つながり合う」まちづくり 

・地域活力のあふれるまちづくりに取り組みます 

・地域の魅力を生かした観光振興に取り組みます 

・ネットワークを生かし、発展性あるまちづくりに取り組みます 

・歴史や伝統、魅力ある地域資源を次世代につなげます 

 

 ③ 「自然と共存し、活かし合う」まちづくり 

・貴重な自然環境を次世代につなげます 

・担い手の育成・確保で農林業の振興を図ります 

 

 ④ 「交流し、高め合う」まちづくり 

・活力あるコミュニティの醸成に取り組みます 

・地域の多様性を尊重した、持続可能なまちづくりに取り組みます 
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緑区の将来都市構造図 
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【緑区の都市づくりの方針】 

 
（１）土地利用の方針 

 

① 都市機能の維持・充実と産業・住環境が調和した土地利用の推進（都市的土地利用） 

・橋本駅周辺では本市の中心市街地の１つとして、既存の施設集積を生かしつつ、魅力

的な商業機能、サービス機能、業務機能、産業交流機能、情報発信機能、居住機能な

どの更なる都市機能の充実を図ります。 

・リニア中央新幹線の駅設置を見据え、橋本駅南口周辺における適切な土地利用転換を

検討・推進します。 

・久保沢（城山総合事務所周辺）・中野（津久井総合事務所周辺）・相模湖駅周辺・藤野

駅周辺・三ケ木周辺・寸沢嵐周辺では、生活拠点として機能向上も含めた行政や商業・

サービス機能や公共交通機能を生かした市街地の形成を図るなど、生活利便性の向上

のための適切な土地利用を誘導します。 

・金原地区では、地域資源である「農業」、「観光」及び「交通」を生かした土地利用の

誘導を図ります。 

・若柳地区では、自然を生かしたうるおいといこいを感じられる交流レクリエーション

拠点の形成を図ります。 

・リニア中央新幹線関東車両基地の設置などが計画されている鳥屋地区では、土地利用

の転換が見込まれていることから、車両基地の建設及び周辺の開発などが津久井地域

の自然環境及び生活環境に配慮し、地域振興に資する取組となるよう誘導を図ります。 

・国道 16 号、国道 412 号、国道 413 号、県道 48 号（鍛冶谷相模原）といった幹線

道路などの沿道は、交通環境や周辺環境との調和を図りつつ、沿道サービス施設や流

通業務施設など当該地区にふさわしい土地利用を図ります。 

・圏央道相模原インターチェンジ周辺や津久井広域道路などの沿道では、周辺地域の状

況を踏まえ、地域特性を生かした土地利用の誘導を図ります。 

・土地区画整理事業などにより形成された良好な住宅地では、市民との協働のもと、地

区計画や建築協定などの制度を活用し、地域の特性に応じた良好な住環境の維持・向

上を図ります。 

・相模原機械金属工業団地、峡の原工業団地、下九沢地区、町屋地区、金原工業団地と

いった工業地では、市民との協働のもと地区計画などの制度を活用し、周辺環境と調

和した良好な操業環境の維持・向上を図ります。 

・橋本台、西橋本などの住宅と工場、倉庫などの建物用途の混在が進んでいる地区では、

良好な住環境や操業環境の確保に向け、市民との協働のもと、地区計画などの制度を

活用し、適切な土地利用を図ります。 
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② 森林、農地、水辺などの保全、活用（自然的土地利用） 

・小松・城北地区では、農地、山林及び集落が一体となった里山を保全します。 

・農用地区域などまとまりのある優良な農地を中心とした地区では、農業生産基盤の強

化を促進し、生産環境の向上と農業の活性化を図り、農地の保全・活用を図ります。 

・市街化区域内の農地で緑地効果が期待できるものについては、生産緑地地区に指定し

都市環境の向上を図ります。 

・相模湖、津久井湖、宮ヶ瀬湖などの湖や相模川などの水辺の空間を、自然的土地利用

として保全し、観光やレクリエーションの場としての活用も検討します。 

・丹沢大山国定公園や県立丹沢大山自然公園、県立陣馬相模湖自然公園などのまとまり

のある良好な森林の保全と再生を図ります。 

 

③ 地域特性に配慮した適切な土地利用の誘導（土地利用の整序） 

・緑住集落地区では、無秩序な開発を抑制し、良好な自然環境や営農環境との調和を図

りつつ、人口減少などを見据え、地域コミュニティの維持のため、開発許可制度の適

切な運用など地域の実情に応じた秩序ある適切な土地利用の誘導を図ります。 

・市街地と調和する地区では、市街化を抑制し自然環境を保全しつつ、土地利用の現状

や今後の人口減少などを見据え、開発許可制度の適切な運用や地区計画などの活用に

より、適切な土地利用を図ります。 

・市街化調整区域内を通る幹線道路などの沿道では、開発許可制度の適切な運用により、

当該地区にふさわしい秩序ある土地利用について検討します。 

・森林と調和する地区では、自然環境の保全を原則としつつ、地域の実情に応じて市民

との協働のもと地区計画などの制度を活用し、周辺の森林と調和する適正かつ計画的

な土地利用の誘導を図ります。 

 

（２）都市力を高める都市づくりの方針 

 

➀ 橋本駅周辺における広域交流拠点の形成 

・橋本駅周辺では、ＪＲ横浜線、ＪＲ相模線、京王相模原線の鉄道３路線が乗り入れて

いることに加え、圏央道相模原インターチェンジに近接し、国道 16 号、国道 129

号、国道 413 号、津久井広域道路などの幹線道路も集中している交通結節点である

ことを生かした広域的な交通ネットワークの形成を図るなど、リニア中央新幹線の開

業や駅設置を見据え、その恵まれた交通の要衝としての機能をより一層強化します。 

・駅の南北間、隣接する商業地や公共施設との回遊性の向上と活性化を図るため、駅周

辺における安全で快適な歩行空間の整備を図るなど、橋本駅周辺の一体的な都市づく

りを推進します。 

・暮らす人、働く人、訪れる人などが広域的に交流するゲートとして、多様な都市機能

の集積を促進することで、産業の活力とにぎわいがあふれる都市づくりを推進します。 
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②「産業を中心とした新たな拠点」の形成 

・金原地区では、圏央道相模原インターチェンジ周辺地区の立地特性を生かし、地域資

源である「農業」、「観光」及び「交通」の充実・連携・相乗効果を図り、既存の工業

団地と一体となった拠点の形成を推進します。 

・圏央道相模原インターチェンジ周辺や津久井広域道路などの沿道（川尻南部・大保戸・

小倉原・串川）では、産業の展開の可能性がある地区として、地域の雇用の創出に向

け、周辺の環境に配慮しつつ、土地利用のあり方について検討します。 

・リニア中央新幹線関東車両基地などが計画されている鳥屋地区では、土地利用の転換

が見込まれていることから、車両基地の建設及び周辺の開発などが津久井地域の自然

環境及び生活環境に配慮し、地域振興に資する取組となるよう誘導を図ります。 

 

③ 地域拠点などの機能の維持・誘導による地域の活性化 

・「生活拠点」に位置付けた久保沢（城山総合事務所周辺）、中野（津久井総合事務所周

辺）、相模湖駅周辺、藤野駅周辺、三ケ木周辺、寸沢嵐周辺、金原周辺では、地域に応

じて身近な生活サービスなどの機能の維持・誘導を行い、地域住民の日常生活を支え

る拠点を形成します。 

 

④ 水辺空間を活用した観光・レクリエーションの振興 

・宮ヶ瀬湖、相模湖、津久井湖、城山湖などの湖を有する緑区の特性を生かし、地域に

点在する観光施設や周辺の豊かな自然環境など、観光資源を適切に維持管理するとと

もに、相互の回遊性の向上に取り組み、観光交流を促進します。 

・宮ヶ瀬湖の周辺及びリニア中央新幹線関東車両基地建設予定地周辺などでは、基地建

設などの新たな観光資源の整備を踏まえ、周辺市町村間の回遊性を高め、観光交流の

向上を図ります。 

・相模湖周辺では、商業、文化、交流、スポーツ活動などの機能を生かすとともに、県

立相模湖公園の充実や近接する若柳の民間テーマパークと連携した観光拠点を形成

し、観光産業の振興を通じて地域の活性化を図ります。 

・相模川や道志川などの清流や、両岸に広がる山々のみどりなど、周辺の豊かな自然環

境を生かした水辺空間の保全・活用を図り、観光交流を促進します。 

・相模川自然の村周辺（大沢・小倉）では、相模川の自然環境を生かし、水に親しむことが

できるレクリエーションの拠点づくりを推進し、一体となった観光交流を促進します。 

 

⑤ 丘陵地・山岳地における観光・レクリエーションの振興 

・丹沢大山国定公園、県立丹沢大山自然公園、県立陣馬相模湖自然公園などの身近な大

自然の環境を保全し、登山、トレッキング、ハイキングなどの観光やレクリエーショ

ンの場として活性化します。 

・周辺の豊かな自然環境と調和した東海自然歩道や関東ふれあいの道などの長距離自然

歩道の整備を推進します。  
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・高尾山から陣馬山へ続く豊かな自然環境や、県立藤野芸術の家などの文化施設及び温

泉施設など、観光資源相互の回遊性の向上に取り組み、観光交流を促進します。 

 

⑥ 地域資源を生かした観光振興 

・相模湖地区・藤野地区の駅周辺や地区内の自然を生かした観光交流機能を強化します。 

・小原宿本陣や旧笹野家住宅などの文化財を地域資源とし、観光交流の活性化を図りま

す。 

・農業体験農園の活用や民泊などの宿泊機能の充実の検討などにより地域の活力向上を

図ります。 

・橋本七夕まつり、さがみ湖湖上祭などの地域資源を生かした商業や観光交流を促進し

ます。 

 

（３）交通体系の方針 

 

① 鉄道ネットワークの形成 

・橋本駅では、リニア中央新幹線の駅設置に併せ、リニア中央新幹線と在来線間や在来

線同士の乗り換え利便性の向上を促進します。 

 

② 広域的な道路ネットワークの形成 

・中央自動車道については、車線数の増設などによる機能強化に向けた取組を促進しま

す。 

・国道２０号の整備や国道１６号の渋滞対策などを促進するとともに、津久井広域道路

の整備を推進し、周辺都市や地域間相互の交流・連携を支える広域的な道路ネットワ

ークの形成を図ります。 

・圏央道相模原インターチェンジや津久井広域道路に接続する構想路線として、（仮称）

大西大通り線や（仮称）下九沢大島線について検討します。 

 

③ 地域をつなぐ公共交通ネットワークの形成 

・市民の日常生活を支える効率的で利便性の高いバス路線網を構築するとともに、地域

に応じた公共交通の維持確保により、地域をつなぐ公共交通ネットワークの形成を図

ります。 

・津久井広域道路の交通利便性を生かし、津久井広域道路を活用したバス路線の一部再

編、公共交通の維持確保など橋本駅と津久井地域をつなぐ公共交通のあり方について

検討します。 

・市民や事業者との協働のもと、コミュニティバスや乗合タクシーなど、生活交通の維

持確保に向けた取組を進めるとともに、そのあり方を継続的に検討します。 
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・公共交通の維持が困難な地域については、地域による乗合車両の自主運行の可能性を

検討するなど、住民自助、共助及び公助による生活交通の維持確保に向けた取組を進

めます。 

・三ケ木バスターミナルでは、事業者との協働のもと、交通ターミナル機能の維持確保

を図ります。 

・金原地区では、周辺の土地利用や津久井広域道路の整備を踏まえ、地域における公共

交通のあり方を検討します。 

 

④ 公共交通の利便性向上と利用促進 

・橋本駅では、リニア中央新幹線の駅設置に伴う基盤整備に併せ、鉄道やバス、自転車

など、交通手段間の乗り換え利便性の向上を図ります。 

・相模湖駅、藤野駅では、鉄道やバスなどの乗り換え利便性の向上を図る取組について

検討します。 

・公共交通利用に向けた意識啓発などの取組を、地域や事業者との協働により進め、公

共交通の利用を促進します。 

 

⑤ 地域における道路環境の充実 

・国道４１３号、県道７６号（山北藤野）、（都）宮上横山線などの主要な道路の整備や

交差点改良、鉄道との立体交差化の検討などを行うことにより、交通渋滞の解消や生

活道路への通過交通の流入抑制及び安全性の確保など、安全で安心な道路環境の充実

を図ります。 

・広域的な道路と効率的かつ効果的に接続する道路網の充実を図るため、（仮称）相原大

沢線、（仮称）上九沢青葉線について検討します。 

・橋本駅周辺では、首都圏南西部における広域交流拠点にふさわしい交通の要衝として

の機能強化や交通渋滞の緩和、歩行空間の安全性や快適性の向上を図るため、道路網

の整備を推進します。 

・金原地区では、周辺の土地利用や津久井広域道路の整備と併せて、（都）金原線の延伸

など地区内道路の整備を検討します。 

・狭あい道路における拡幅整備や交通量の多い生活道路における安全対策などを行うこ

とにより、地域の交通の安全確保や利便性の向上を図ります。 

・歩道整備やバリアフリー化、路上放置自転車対策、無電柱化など、歩行者の移動環境

の充実に向けた取組を推進します。 

 

⑥ 自転車利用環境の整備 

・自転車道や自転車レーンなどの整備・拡充や、道路の状況に応じた歩行者と自転車の

通行区分の明確化など、自転車利用環境の整備を進めます。 

・駅周辺などにおいて、民間事業者との適切な役割分担をし、連携を図りながら自転車

駐車場の整備や拡充、駐輪スペースの確保、既存自転車駐車場の改善などを進めます。 
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（４）環境と共生する都市づくりの方針 

 

① 水とみどりのふれあい交流拠点の形成 

・津久井湖周辺は、都市部と中山間地域にまたがっており、豊富な自然資源である城山

湖・県立津久井湖城山公園などの大規模な公園や、一都六県を結ぶ自然歩道である関

東ふれあいの道があります。 

・こうした特性を生かして、市民や来訪者と自然、まち、文化、歴史などが交流するエ

リアを「水とみどりのふれあい交流拠点」として、その保全と環境共生機能の強化を

図ります。 

 

② 都市公園などの整備と適正管理 

・相模原北公園などの市街地の公園については、都市における貴重な緑地空間として適

切な維持管理と充実に向けた検討をします。 

・県立津久井湖城山公園、県立相模湖公園、相模湖林間公園などの自然環境に囲まれた

公園は、みどり豊かなうるおいのある空間を保全するとともに、魅力ある公園として

適切な維持管理と充実に向けた取組を促進します。 

・（仮称）史跡川尻石器時代遺跡公園・（仮称）城山中央公園は、みどり豊かなうるおい

のある空間形成を進めるとともに、遺跡公園については、歴史が感じられる魅力ある

公園としての整備や充実を図ります。 

・身近な公園が不足している地域における公園などの適切な配置及び充実を検討します。 

 

③ 森林の保全・活用 

・豊かな森林の適切な維持及び保全を行い、森林の公益的機能を発揮するため、間伐・

枝打ちなどの森林整備を推進します。また、林業の活性化を図るため、林業事業体へ

の支援やさがみはら津久井産材の利用を促進します。 

・丹沢大山国定公園、県立丹沢大山自然公園、県立陣馬相模湖自然公園などは、水源か

ん養機能や多様な生物の生息環境、美しい景観などの保全・再生を促進するとともに、

自然を生かした観光交流を推進します。 

・生物多様性の観点から、ギフチョウ、キマダラルリツバメ、ヤマネ、カタクリなどの

貴重な動植物がみられる生息環境の保全策を検討します。 

・（仮称）相模原市市民の森では、森林活動をサポートする施設の段階的な整備や、自然

に配慮した施設の整備を検討します。 

 

④ 緑地の保全・活用 

・相模横山・相模川近郊緑地特別保全地区、下九沢内出緑地保全地区、若葉台南側斜面

緑地保全地区などのまとまったみどりを保全します。 

・優良農地の保全を図るとともに、営農継続による農地の維持を促進しつつ、各地域の

特性を踏まえ、体験農園・市民農園や農家レストランへの活用などを検討します。 
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・市街地に残る身近なみどりである市民緑地やふれあいの森などの樹林地は、みどりに

親しめる場としての保全及び活用を図ります。 

 

⑤ 散策路などの充実 

・高尾山から相模湖や藤野地区へつながる散策路や観光案内機能の整備を推進します。 

・相模川では、相模川沿いの散策路の充実を図るとともに、相模川自然の村、相模原北

公園などの自然環境と親しむことができるレクリエーション施設を連携させる仕組

みづくりについて検討します。 

・境川では、うるおいとやすらぎを感じられる魅力的な河川空間とするため、遊歩道な

どへの活用について関係機関と協議・検討を進めます。 

 

⑥ 水と親しめる空間づくり 

・相模湖及び宮ヶ瀬湖周辺では、豊かな湖畔林のみどりなど、多様な生物の生息環境を

保全するとともに、水や自然とふれあい親しむ空間として活用を図ります。 

・相模川、道志川、境川などの川沿いでは、関係機関と連携しながら、周辺に残された

自然環境への配慮や水と親しめる水辺空間の形成を図ります。 

 

⑦ 里地里山空間の保全・活用 

・中山間地域の里地里山の生態系を育む自然環境の保全及び再生を促進するとともに、

自然環境を生かした観光交流を進めます。 

 

⑧ 環境負荷低減のための取組 

・多様な都市機能が集積する本市の中心市街地の１つである橋本駅周辺では、区役所な

どの公共施設をはじめとする施設へのクリーンエネルギーの導入、未利用エネルギー

の活用、建築物の屋上緑化や壁面緑化などにより、環境負荷の低減に向けた取組を促

進します。 

・中山間地域の森林・丘陵地・清流の保全を図るとともに、市街地に残る緑地や水辺空

間を保全します。 

 

（５）都市づくり関連施設の方針 

 

① 生活排水対策の推進 

・環境に配慮した水環境を維持・構築するため、ダム湖やその他の公共用水域の水質保

全を図ります。 

・生活排水対策として、公共下水道（汚水）の整備を進めるとともに、高度処理型浄化

槽の整備及び浄化槽の設置を促進します。 
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② 雨水対策の推進 

・集中豪雨による局所的な浸水被害を防ぐため、河川整備と連携して効果的な雨水対策

を推進します。 

・雨水浸透施設の整備促進により、雨水の流出を抑制するとともに、地下水のかん養を

図ります。 

 

③ 下水道施設の維持管理 

・健全な下水道経営を進めるために、下水道施設の適切な維持管理による延命化や有効

利用を図ります。 

 

④ 河川整備の推進 

・鳩川は、計画的な河川改修により治水機能の向上を図るとともに、適正な管理により

安全で快適な水辺環境の形成を図ります。 

・河川や水路についての水質向上を図るとともに、自然環境を生かした親水空間の整備

を推進します。 

 

⑤ 津久井地区・藤野地区における上水道の適正管理の継続 

・上水道の適正管理を継続するとともに、津久井地区及び藤野地区においては、簡易水

道や小規模水道の統合・整備を推進します。 

 

（６）魅力的な景観づくりの方針 

 

① 拠点周辺の景観形成 

・橋本駅周辺では、建物の形態・意匠や色彩誘導、広場・オープンスペースの創出など

により、都市の顔としての活力とにぎわいの感じられる景観を形成するとともに、首

都圏南西部の玄関口にふさわしい新しい景観を創出します。 

・相模湖駅・藤野駅周辺では、生活拠点や、やまなみへの玄関口としての特性を生かし、

周辺の自然景観に配慮した景観形成を進めます。 

 

② 市街地特性を生かした景観形成 

・境川沿いの市街地では、河川と調和したうるおいとやすらぎが感じられる景観を形成

します。 

・相模川や斜面林、優良な農地などを生かし、豊かな自然環境が感じられる景観を形成

します。  
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・金原地区では、周辺環境と調和したうるおいや個性が感じられる景観を形成します。 

・景観重要建造物である小原宿本陣の周辺では、地域の歴史や風情を生かした魅力的な

景観形成について検討します。 

・藤野地区においては、芸術の道、旧甲州街道、古い社寺や古民家など、芸術や歴史・

文化と豊かな自然が調和した景観を形成します。 

 

③ 自然環境を生かした景観形成 

・若柳地区における民間テーマパークでは、周辺の自然環境や観光資源を生かし、にぎ

わいのある景観の形成を促進します。 

・相模川自然の村周辺では、うるおいとやすらぎが感じられる水辺景観を形成します。 

・相模川の河畔林や橋梁を生かした眺望の場や、親水の場として豊かな水辺景観を形成

します。 

・中山間地域において、農地や山林、集落が一体となった里地里山景観を保全します。 

 

④ 公園における景観形成 

・県立津久井湖城山公園及び（仮称）城山中央公園周辺では、みどりの保全・活用の推

進を図り、より市民に親しまれる景観形成を進めます。 

・相模原北公園では、市民がみどりとふれあい親しむことができる景観形成を進めます。 

 

⑤ 森林や自然公園における景観形成 

・青根緑の休暇村、奥相模湖周辺及び宮ヶ瀬湖鳥居原地区では、自然景観と調和した景

観を形成します。 

・丹沢大山国定公園、県立陣馬相模湖自然公園などでは、豊かな自然環境の保全・育成

などにより、山々の眺望を生かした景観を形成します。 

・相模川や道志川では、橋梁を生かした眺望の場や、親水の場の活用を図るなど、水辺

をより身近に感じられる水辺景観の形成を図ります。  

・津久井湖や相模湖の周辺では、観光振興施策と連携し、豊かな河川景観と調和し、湖

を演出する景観を形成します。 

・城山湖周辺では、水辺や相模原方面への眺望などを楽しめる環境の保全、育成を図り

ます。 

・（仮称）相模原市市民の森においては、市民に親しまれる景観を目指した整備を図りま

す。 

 

（７）快適な住環境づくりの方針 

 

① 市街地における住環境の形成 

・市街地開発事業や質の高い民間開発事業の促進による住みよい市街地の形成など、地

域の特性を生かした魅力ある住環境づくりを進めます。  
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・住宅地では、市民との協働のもと、地区計画や建築協定などを活用し、快適な住環境

の確保を図ります。 

・住宅と工場が混在している地区では、住環境と操業環境との調和を図ります。 

・暗所や死角の解消などによる見通しの確保などを防犯対策活動とともに推進します。 

 

② 集落における住環境の維持 

・森林や河川、農地に囲まれた自然豊かな住環境を守りつつ、空き家や中古住宅に関す

る情報提供や流通促進に向けた支援などを行うことで、空家等の利活用を促進します。 

・移住関連施策と連携した農と一体となった住まいなど、様々な住み方が選択できる取

組を促進します。 

 

③ 市営住宅の適切な維持管理 

・入居者の安全・安心を確保し、周辺の住環境に配慮した市営住宅の適正管理により、

長寿命化を推進します。 

 

（８）災害に強い都市づくりの方針 

 

① 拠点周辺における防災まちづくり 

・橋本駅周辺などの拠点周辺では、建築物や都市施設の耐震化、不燃化、建て詰まりの

緩和、道路整備やオープンスペースの確保など、総合的な防災まちづくりを推進しま

す。 

 

② 市街地の防災性の向上 

・災害に強い市街地を形成するため、建築物の耐震化や不燃化を促進するとともに、オ

ープンスペースの確保などを進めます。 

・延焼遮断帯を形成するため、道路、公園などの計画的な維持管理及び整備と併せて、

周辺の建築物の不燃化や緑化を促進します。 

・災害時の安全な避難誘導や円滑な初期消火活動を行うため、生活道路の拡幅整備を進

めるとともに、ライフラインの耐震化を促進します。 

 

③ 水害対策などの推進 

・市管理河川（鳩川など）では、改修事業の実施や一時貯留施設の設置促進などにより、

水害に対する安全性の向上を図ります。 

・相模川や境川では、各管理者と連携しながら治水機能の向上に努めます。 

・洪水浸水想定区域など水害のおそれがある区域について、住民などへ危険性や避難方

法などの周知を図るとともに、適正な居住の誘導を図ります。 

・浸水被害の軽減・解消を図るために雨水管の整備を推進します。 
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④ 土砂災害対策の推進 

・土砂災害警戒区域などでは、集中豪雨などにより、土砂災害の発生の危険性があるた

め、県と連携を図りながら、対策工事などを促進します。 

・土砂災害警戒区域など土砂災害のおそれがある区域について、住民などへ危険性や避

難方法などの周知を図るとともに、適正な居住の誘導を図ります。 

・土砂災害に伴う交通網の寸断によって、孤立する集落が発生する恐れがあるため、緊

急時の他の拠点や集落との連携対応などの検討を行うともに、緊急輸送道路を中心と

した道路法面の強化を推進します。 
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２ 中央区 

２－１ 中央区の現況と課題 

（１）中央区の現況 

 

人口・世帯数 

・平成 27 国勢調査における中央区の人口は約 27 万人で、市全体の 37.4％を占めま

す。推移をみると一貫して増加していますが、伸び率は鈍化しています。 

・世帯数は約 11.6 万世帯で、1 世帯当たりの人員は約 2.32 人と市全体とほぼ同等と

なっています。１世帯当たりの人員は減少傾向にあり、核家族化や単身世帯の増加が

みられます。 

 

 

 中 央 区 市 全 体 

総人口 269,888 人 720,780 人 

年少人口 34,603 人（12.9％） 88,850 人（12.4％） 

生産年齢人口 172,311 人（64.4％） 454,821 人（63.6％） 

前期高齢者人口 35,487 人（13.3％） 98,321 人（13.8％） 

後期高齢者人口 25,180 人（9.4％） 72,719 人（10.2％） 

世帯数 116,240 世帯 311,188 世帯 

世帯あたり人員 2.32 人/世帯 2.32 人/世帯 

人口密度 73.2 人/ha 21.9 人/ha 

面積 3,687ha 32,891ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人口・世帯の現況】 

【総人口推移】 

※総人口は年齢不詳分も含むため年齢 3 区分の合計と一致しない 

【世帯数推移】 

出典：国勢調査（各年） 

出典：平成 27 年国勢調査、平成 30 年版統計書
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産業動向 

・産業分類別の第 2 次産業（製造業など）が 2 割程度、第 3 次産業（サービス業）が 8 割

程度を占めています。 

・卸売業・小売業の事業所数及び従業者数は減少傾向であり、年間商品販売額は、平成

１９年以降減少傾向となっています。 

・事業所数、従業者数は減少傾向である一方、製造品出荷額等は近年横ばい傾向となっ

ています。 

・観光客数及び観光客消費額は、平成 23 年以降は微増傾向にあります。 
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【産業別事業所数及び従業者数（平成 26 年）】 【卸売業・小売業の事業所数等の推移】 

【事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移】 

出典：相模原市統計書（各年） 

出典：経済センサス 

出典：工業統計調査（各年、従業者数 4 人以上の事業所） 

【観光客数と観光客消費額の推移】 

出典：商業統計調査（各年） 
※平成 26 年は統計調査方法の変更があったため、前回統計の数値との比較はできません。 
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土地利用 

・中央区は、住宅用地が３割強、工業用地は１割強となっています。 

・区の市街化区域では、住宅地が広がっており、駅周辺や幹線道路沿道には中高層の住

宅も多くあります。 

・JR 横浜線沿線、南橋本駅の周辺、国道 129 号の沿道に、まとまった工業地がありま

す。 

・駅周辺や国道 16 号、（都）相模原愛川線などの幹線道路の沿道に商業機能が多く立地

しています。 

・相模川沿いには、まとまった農地があります。 
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自然的土地利用 住宅用地 商業・業務用地 公共用地 工業用地 農業施設用地 米軍提供等用地 空地 道路・鉄道用地

出典：平成 27 年都市計画基礎調査から作成（相模総合補給廠一部返還などを反映） 

市全域 

中央区 13.6% 34.0% 5.2% 7.9% 12.2%

0.2%

5.5% 6.3% 15.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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市街地整備と幹線道路網 

・区の北東部の広い範囲で、戦前の「軍都計画」に基づく土地区画整理事業が実施され

たことから、敷地形状が整形で、道路などの都市基盤が整っています。 

・田名塩田原地区やしおだ地区で土地区画整理事業が実施されています。 

・相模総合補給廠の一部返還に伴い、相模原駅周辺における広域交流拠点の形成に向け

た取組を進めています。 

・都市計画道路として（都）国道 129 号線、（都）村富相武台線、（都）宮下横山台線

などを定めており、そのうち、（都）宮上横山線などの一部が事業中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：相模原市資料（令和元年 6 月） 
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公共交通 

・鉄道としてＪＲ横浜線及びＪＲ相模線があり、相模原駅、矢部駅、淵野辺駅、南橋本

駅、上溝駅及び番田駅があります。 

・バス交通網は市街化区域をおおむね網羅していますが、交通不便地区※があります。 

 

※交通不便地区：「市街化区域」又は「区域区分が定められていない都市計画区域のうち用途地域の指定が

ある区域」において鉄道駅から 1,000m またはバス停留所から 300ｍ離れた箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報、交通事業者 HP 情報から作成（平成 3１年４月） 
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水とみどり 

・都市計画公園として、横山公園、淵野辺公園などが整備されていますが、区の外縁部

に多く、中心部に少ない傾向があります。 

・区のほぼ中央部を横断するように横山丘陵緑地があります。また、同じく区の中央部

の道保川沿いの道保川緑地とともに、特別緑地保全地区（建築行為などが制限されて

おり、緑地保全を図る地区）に指定されています。 

・市街化区域内において、生産緑地地区（市街化区域内において保全すべきとされる農

地）が多数指定されています。 

・区内には相模川、姥川、道保川、八瀬川及び境川が流れ、河川沿いに緑地があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：相模原市資料（平成 29 年 6 月） 
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想定される自然災害 

・水害に関しては、相模川、境川沿いの一部の地域において洪水浸水想定区域に指定さ

れています。 

・相模川沿いの斜面林、横山丘陵緑地及び道保川緑地の段丘沿いの一部の地域において、

土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域が指定されています。 

・地震災害に関しては、最大震度 6 強の揺れに見舞われる箇所が想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：相模原市資料（平成 3１年４月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 揺れやすさマップ 》 

出典：地域別揺れやすさマップ（中央区全体） 
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（２）中央区の課題 

■土地利用 

・相模原駅周辺における本市の中心市街地及び首都圏南西部における玄関口にふさわ

しい土地利用の誘導 

・相模総合補給廠の一部返還に伴う計画的な都市づくり 

・地域拠点及び生活拠点における既存の都市機能・都市基盤ストックを生かした市街地

形成 

・淵野辺駅南口周辺における公共施設の老朽化対策 

・圏央道インターチェンジ周辺などにおける適切な土地利用の誘導 

・住宅地や工業地など個性や特色を生かした土地利用の誘導 

・住宅と工場などの用途混在地区における適切な土地利用 

・都市部におけるみどりの保全と活用 

・商業地における魅力やにぎわいの向上 

 

■交通 

・小田急多摩線延伸の実現 

・幹線道路などの交通渋滞の解消（国道 16 号、国道 129 号、（都）相模原愛川線な

ど） 

・狭あい道路の解消 

・市街化区域内における交通不便地区への対応 

・周辺地域からのアクセスを強化するための道路ネットワークの形成 

・安全に利用できる道路環境の整備や維持管理 

 

■自然環境 

・公園の適切な維持管理と充実 

・横山丘陵緑地や優良な農地などのみどりの保全・活用 

 

■景観 

・相模原駅周辺における活力とにぎわいのある景観形成 

・地域拠点及び生活拠点における活力と快適性の感じられる景観形成 

・相模川や境川などの河川沿いの斜面林などの自然環境を生かした景観形成 

 

■住宅 

・相模原駅周辺における魅力ある住環境の形成 

・今後の人口減少などに伴う、住宅地や住宅団地における空き家の増加への対応 

・老朽化した市営住宅の適切な維持管理 

・住宅地や通学路などの暗所や死角の解消 

 

   ■防災 

・境川や相模川沿いにおける水害への対策 

・災害時における避難経路の確保 

・集中豪雨に対する局所的な浸水被害への対策 

・災害リスクの周知と適正な居住の誘導 
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２－２ 中央区の都市づくりの方針 

 

【中央区の目指す姿・取組目標】 

 

 

 ① 安全・安心をみんなで創っている 

・一人ひとりが災害に備えるよう取り組みます 

・事故や犯罪ゼロを目標に取り組みます 

 

② 魅力と活力にあふれ、にぎわっている 

・人が集い、にぎわいがあふれるよう取り組みます 

・暮らしやすさが未来へつながるよう取り組みます 

・誰もが桜や JAXA、大学など地域の魅力を語れるよう取り組みます 

 

 ③ 豊かな環境をつくり、次世代へつないでいる 

・生物多様性を保全し、都市の自然がつながるよう取り組みます 

・環境に配慮したライフスタイルへの転換に取り組みます 

 

 ④ わたしも、あなたも、誰もが輝いている 

・全ての区民が連携・協働できるよう取り組みます 

・新しい発想を活かし、持続可能なまちづくりに取り組みます 

 

 

 

 

  

～多様性を大切にするまちを目指して～ 
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中央区の将来都市構造図 
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（１）土地利用の方針 

 

① 都市機能の維持・充実と産業・住環境が調和した土地利用の推進（都市的土地利用） 

・相模原駅周辺では、相模総合補給廠の一部返還地と共同使用区域のポテンシャルを生

かし、小田急多摩線の延伸、相模総合補給廠全面返還の可能性などを踏まえた魅力あ

る拠点の形成を図り、南北一体となった、にぎわいと活力あるまちづくりを進めます。 

・相模原駅周辺及び市役所周辺では、商業・業務機能の集積や、官公庁の立地を生かし

ながら、都市機能の充実を図ります。 

・淵野辺駅周辺では、利便性向上のため、公共施設の整備の検討を進めるとともに、商

業機能の集積を生かしながら、にぎわいのある市街地の形成を図ります。 

・上溝駅周辺の地区中心商業地では、地域拠点として小田急多摩線の延伸を見据え、商

業・サービス機能や交通結節機能の充実など、都市機能の集積を図り、生活利便性の

向上のための適切な土地利用を誘導します。 

・南橋本駅周辺、矢部駅周辺では、市民の日常の購買要求に対応した商業・サービス機

能など、生活利便性の確保のための適切な土地利用を誘導します。 

・宮下地区、南橋本地区、田名工業団地、テクノパイル田名工業団地、清水原工業団地、

淵野辺地区などの工業地では、市民との協働のもと、地区計画の制度などを活用し、

周辺環境と調和した良好な操業環境の維持・向上を図ります。 

・キャンプ淵野辺留保地では、みどり豊かでうるおいのある空間形成を進めるとともに、

文化・学術・スポーツ施設などの周辺環境と調和した土地利用を図ります。 

・国道１６号、国道１２９号、（都）宮下横山台線、（都）相模原愛川線、（都）村富相武

台線といった幹線道路などの沿道では、交通環境や周辺環境との調和を図りつつ、沿

道サービス施設や流通業務施設など、当該地区にふさわしい秩序ある土地利用を図り

ます。 

・圏央道相模原愛川インターチェンジへのアクセス道路などの沿道では、周辺の環境に

配慮しつつ、都市の活力を生み出すための土地利用の転換を検討します。 

・市街地開発事業などにより形成された良好な住宅地では、市民との協働のもと、地区

計画や建築協定などの制度を活用し、地域の特性に応じた良好な住宅地の維持・保全

を図ります。 

・住宅や工場などの建物用途の混在が進んでいる地区では、良好な住環境や操業環境の

確保に向け、市民との協働のもと、地区計画などの制度を活用し、適切な土地利用を

図ります。 
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② 森林、農地、水辺などの保全、活用（自然的土地利用） 

・相模川、境川、鳩川、姥川、八瀬川及び道保川とそれらの河川沿いの斜面林などでは、

水とみどりの連続性を確保し、生物多様性の確保や水源かん養などの多様な機能の充

実・強化を図ります。 

・相模川が流れる田名地区では、人と水のふれあう親水空間の形成を図ります。 

・横山公園及び淵野辺公園では、みどり豊かなうるおいのある空間づくりを進めるとと

もに、スポーツ・レクリエーション活動や防災活動など、多くの人が利用できる個性

的で魅力ある公園として充実を図ります。 

・公園や緑地では、レクリエーション機能の充実や防災性の向上などを図りながら、み

どり豊かなうるおいある環境づくりを進め、市民の交流の場の充実を図ります。 

・農用地区域などまとまりのある優良な農地を中心とした地区では、農業生産基盤の強

化を促進し、生産環境の向上と農業の活性化を図り、農地の保全・活用を図ります。 

・市街化区域内の農地で緑地効果が期待できるものについては、生産緑地地区に指定し

都市環境の向上を図ります。 

 

③ 地域特性に配慮した適切な土地利用の誘導（土地利用の整序） 

・市街地と調和する地区では、市街化を抑制し自然環境を保全しつつ、土地利用の現状

や今後の人口減少などを見据え、開発許可制度の適切な運用や地区計画などの活用に

より、適切な土地利用を図ります。 

・市街化調整区域内を通る幹線道路などの沿道では、開発許可制度の適切な運用により、

当該地区にふさわしい秩序ある土地利用を検討します。 

 

（２）都市力を高める都市づくりの方針 

 

① 相模原駅周辺における広域交流拠点の形成 

・相模総合補給廠の一部返還地や共同使用区域を生かし、スポーツや文化など市民が憩

い、にぎわう空間を創出するとともに、周辺地区の今後の発展の起爆剤となる新市街

地の形成を進めます。 

・小田急多摩線の延伸を見据え、相模原駅の交通結節点としての利便性の向上や、南北

間の回遊性の向上による駅周辺の一体的な市街地の形成を進めます。 

 

② 地域拠点などの機能の維持・誘導による地域の活性化 

・「地域拠点」に位置付けた淵野辺駅周辺及び上溝駅周辺では、交通利便性を生かすとと

もに、利便性の高い日常生活を営むための商業・サービスなどの都市機能を維持・誘

導し、地域と一体となった拠点を形成します。 

・「生活拠点」に位置付けた田名周辺では、バスターミナルの機能を生かした地域の連携

拠点として、身近な生活サービスなどの機能を地域に応じて維持・誘導を行い、地域

住民の日常生活を支える拠点を形成します。  
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・南橋本駅周辺及び矢部駅周辺や、（都）相模原愛川線及び（都）村富相武台線の沿道な

どでは、利便性の高い日常生活を営むための商業・サービスなどの都市機能の維持・

誘導を行います。 

 

③ 地域資源を活用した都市型観光・レクリエーションの振興 

・相模川、境川、鳩川、姥川、八瀬川、道保川などの河川沿いでは、まとまった樹林地

などの自然環境や地域資源を生かした水に親しめる空間づくりを検討します。 

・相模川の田名地区では、人と水のふれあう親水空間の形成を図ります。 

・相模原市民桜まつり、相模原納涼花火大会、上溝夏祭りなどの地域資源を生かした商

業や観光交流を促進します。 

・多様なスポーツ施設や博物館、相模川ふれあい科学館などの文化施設や、JAXA 相模

原キャンパスに代表される研究施設などが多数立地する中央区の特性を生かした、地

域交流の活性化を促進します。 

・複数の大学が立地している中央区の特性を生かし、多様な世代が連携したまちづくり

により、地域の活性化を促進します。 

 

（３）交通体系の方針 

 

① 鉄道ネットワークの形成 

・相模原駅・上溝駅への小田急多摩線の延伸に向けた取組を進めるとともに、近隣市町

村と連携し、田名地域を経由する愛川・厚木方面への延伸に向けた取組を進め、新た

な鉄道ネットワークの形成を図ります。 

・ＪＲ相模線では、輸送力の拡大による利便性の向上を図るため、鉄道事業者と連携し、

運行本数の拡大や複線化及び（仮称）作の口駅の設置などを促進します。 

 

② 広域的な道路ネットワークの形成 

・国道１６号の渋滞対策などを促進するとともに、（都）宮下横山台線の整備を推進し、

周辺都市や地域間相互の交流・連携を支える広域的な道路ネットワークの形成を図り

ます。 

 

③ 地域をつなぐ公共交通ネットワークの形成 

・市民の日常生活を支える効率的で利便性の高いバス路線網を構築するとともに、地域

に応じた公共交通の維持確保により、地域をつなぐ公共交通ネットワークの形成を図

ります。 

・市民や事業者との協働のもと、コミュニティバスの維持確保に向けた取組を進めると

ともに、その維持確保のあり方を継続的に検討します。 

・田名バスターミナルでは、事業者との協働のもと、交通ターミナル機能の維持確保を

図ります。  
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④ 公共交通の利便性向上と利用促進 

・相模原駅では、相模総合補給廠の一部返還地の都市づくりと併せ、鉄道やバス、自転

車など、交通手段間の乗り換え利便性の向上を図ります。 

・矢部駅、淵野辺駅及び上溝駅では、鉄道やバス、自転車など、交通手段間の乗り換え

利便性の向上を図ります。 

・南橋本駅及び番田駅では、鉄道や自転車など、交通手段間の乗り換え利便性の向上を

図ります。 

・公共交通利用に向けた意識啓発などの取組を、地域や事業者との協働により進め、公

共交通の利用を促進します。 

 

⑤ 地域における道路環境の充実 

・（都）宮上横山線、県道４８号（鍛冶谷相模原）、県道６３号（相模原大磯）などの主

要な道路の整備や交差点改良、鉄道との立体交差化の検討などを行うことにより、交

通渋滞の解消や生活道路への通過交通の流入抑制及び安全性の確保など、安全で安心

な道路環境の充実を図ります。 

・広域的な道路と効率的かつ効果的に接続する道路網の充実を図るため、（仮称）弥栄上

鶴間線、(都)市役所前通り線（延伸）について検討します。 

・相模原駅周辺では、小田急多摩線の延伸を見据えた交通結節点としての機能強化を図

るとともに、駅周辺のアクセス性向上や、自転車、歩行者の安全性向上などを図るた

め、（仮称）相模原駅北口南北線、（仮称）相模原駅北口東西線などの整備を推進しま

す。 

・狭あい道路における拡幅整備や交通量の多い生活道路における安全対策などを行うこ

とにより、地域の交通の安全確保や利便性の向上を図ります。 

・歩道整備やバリアフリー化、路上放置自転車対策、無電柱化など、歩行者の移動環境

の充実に向けた取組を推進します。 

 

⑥ 自転車利用環境の整備 

・自転車通行環境の整備や、道路の状況に応じた歩行者と自転車の通行区分の明確化な

ど、自転車利用環境の整備を進めます 

・駅周辺などにおいて、民間事業者との適切な役割分担、連携を図りながら、自転車駐

車場の整備や拡充、駐輪スペースの確保、既存自転車駐車場の改善などを進めます。 

 

（４）環境と共生する都市づくりの方針 

 

➀ 都市公園などの整備と適正管理 

・横山公園や淵野辺公園は、みどり豊かなうるおいのある空間形成を進め、スポーツ・

レクリエーション活動など、多くの人が利用できる魅力ある公園として適切な維持管

理と充実を図ります。  
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・相模総合補給廠の共同使用区域は、みどり豊かなうるおいのある空間づくりを進める

とともに、スポーツ・レクリエーションや防災活動など、多くの人が利用できる魅力

ある空間づくりを進めます。 

・道保川公園は、斜面林の保全と育成を図り、豊かな自然環境を感じる公園として、充

実を図ります。 

・鹿沼公園は、周辺に立地する公共施設と連携しながら、市民参画による多角的な利用

など、淵野辺駅周辺の立地を生かした更なる公園の利活用を進めます。 

・身近な公園が不足している地域における公園などの適切な配置及び充実を検討します。 

 

② 水と親しめる空間づくり 

・相模川や境川沿いでは、水辺と親しめる空間とするため、散策路や緑道などへの活用

を図ります。 

・鳩川、姥川、八瀬川及び道保川では、多自然川づくりによる多様な生物の生息環境を

保全するとともに、水と親しめる水辺環境の形成を図ります。 

・高田橋から望地付近までにみられる水田や水路、河川敷の市民活用を検討します。 

 

③ 緑地の保全・活用 

・相模横山・相模川近郊緑地特別保全地区や八瀬川沿いの斜面林、道保川緑地など、ま

とまりあるみどりを適切に保全します。 

・市街地に残る身近なみどりである市民緑地などの樹林地を、みどりに親しめる場とし

て保全、活用します。 

・優良農地の保全を図るとともに、営農継続による農地の維持を促進しつつ、各地域の

特性を踏まえ、体験農園・市民農園や農家レストランへの活用などを検討します。 

 

④ 環境負荷低減のための取組 

・多様な都市機能が集積する本市の中心市街地の１つである相模原駅周辺では、市役所

などの公共施設をはじめとする施設へのクリーンエネルギーの導入、未利用エネルギ

ーの活用、建築物の屋上緑化や壁面緑化などにより、環境負荷の低減に向けた取組を

促進します。 

・樹林地・河川をはじめ、市街地に残る緑地や水辺空間を保全します。 

 

（５）都市づくり関連施設の方針 

 

① 生活排水対策の推進 

・合流式の下水道区域においては、計画的に分流化を推進します。 
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② 雨水対策の推進 

・集中豪雨による局所的な浸水被害を防ぐため、河川整備と連携して効果的な雨水対策

を推進します。 

・雨水浸透施設の整備促進により、雨水の流出を抑制するとともに、地下水のかん養を

図ります。 

 

③ 下水道施設の維持管理 

・健全な下水道経営を進めるために、下水道施設の適切な維持管理による延命化や有効

利用を図ります。 

・緊急輸送路などに埋設している重要な下水道施設について、優先的に耐震化を推進し

ます。 

 

④ 河川整備の推進 

・鳩川、姥川、道保川などは、計画的な河川改修により治水機能の向上を図るとともに、

適正な管理により水質の向上や自然環境を生かした親水空間の形成を図ります。   

 

（６）魅力的な景観づくりの方針 

 

① 拠点周辺の景観形成 

・相模原駅周辺では、建物の形態・意匠や色彩誘導、広場・オープンスペースの創出な

どにより、都市の顔としての活力とにぎわいの感じられる景観を形成するとともに、

相模総合補給廠一部返還地において、新しい景観を創出します。 

・淵野辺駅や上溝駅周辺では、周辺の住宅地との調和に配慮し、建築物の形態・意匠や

色彩誘導、壁面後退などにより、活力や快適性の感じられる景観を形成します。 

    

② 景観資源を生かした景観形成 

・景観重要樹木を有する市役所前さくら通り地区においては、住民等との合意形成を図

りながら、地区の個性的な景観資源を生かした独自のルールづくりを行います。 

 

③ 市街地特性を生かした景観形成 

・横山や星が丘などの住宅地では、周辺のまちなみと調和した建築物の誘導や緑化の促

進などにより、うるおいとやすらぎのある景観を形成します。 

・境川沿いの市街地では、河川と調和したうるおいとやすらぎが感じられる景観を形成

します。 

 

④ 自然環境を生かした景観形成 

・横山丘陵や相模川沿いの斜面緑地では、周辺の田園景観の保全を図り、斜面林及び農

地などの豊かな自然環境を感じられる景観の形成を図ります。 
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・水郷田名地区では、水とふれあうことのできる場の充実を図るなど、うるおいとやす

らぎが感じられる景観の形成を図ります。 

 

⑤ 公園における景観形成 

・横山公園や淵野辺公園では、まとまりのあるみどりを生かし、市民がみどりとふれあ

い、親しめる景観形成を進めます。 

 

（７）快適な住環境づくりの方針 

 

① 市街地における住環境の形成 

・市街地開発事業や質の高い民間開発事業の促進による住みよい市街地の形成など、地

域の特性を生かした魅力ある住環境づくりを進めます。 

・住宅地では、市民との協働のもと、地区計画や建築協定などを活用し、快適な住環境

の確保を図ります。 

・空き家や中古住宅に関する情報提供や流通促進に向けた支援などを行うことで、空家

等の利活用を促進します。 

・住宅と工場が混在している地区では、住環境と操業環境との調和を図ります。 

 

② 市営住宅などの適切な維持管理 

・入居者の安全・安心を確保し、周辺の住環境に配慮した市営住宅の適正管理により、

長寿命化を推進します。 

・築年数の古い団地については、団地再生に係る取組に対し、関係機関と連携して支援

します。  

 

（８）災害に強い都市づくりの方針 

 

① 拠点周辺における防災まちづくり 

・相模原駅周辺などの拠点周辺では、建築物や都市施設の耐震化、不燃化、建て詰まり

の緩和、道路整備やオープンスペースの確保など、総合的な防災まちづくりを推進し

ます。 

 

② 市街地の防災性の向上 

・災害に強い市街地を形成するため、建築物の耐震化や不燃化を促進するとともに、市

街地再開発事業による空地の確保などを進めます。 

・延焼遮断帯を形成するため、道路、公園などの計画的な維持管理及び整備と併せて、

周辺の建築物の不燃化や緑化を促進します。 

・災害時の安全な避難誘導や円滑な初期消火活動を行うため、生活道路の拡幅整備を進

めるとともに、ライフラインの耐震化を促進します。 
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③ 水害対策などの推進 

・市管理河川（鳩川・八瀬川・姥川など）の改修事業の実施や一時貯留施設の設置促進

などにより、水害に対する安全性の向上を図ります。 

・相模川や境川では、各管理者と連携しながら治水機能の向上に努めます。 

・洪水浸水想定区域など水害のおそれがある区域について、住民などへ危険性や避難方

法などの周知を図るとともに、適正な居住の誘導を図ります。 

・浸水被害の軽減・解消を図るために雨水管の整備を推進します。 

 

 

④ 土砂災害対策の推進 

・土砂災害警戒区域などでは、集中豪雨などにより、土砂災害の発生の危険性があるた

め、県と連携を図りながら、対策工事などを促進します。 

・土砂災害警戒区域など土砂災害のおそれがある区域について、住民などへ危険性や避

難方法などの周知を図るとともに、適正な居住の誘導を図ります。 
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３ 南区 

３－１ 南区の現況と課題 

（１）南区の現況 

 
人口・世帯数 

・平成 27 年国勢調査における南区の人口は約 2７.７万人で、市全体の 38.5％を占め

ます。推移をみると一貫して増加していますが、伸び率は鈍化しています。 

・世帯数は約１２.４万世帯で、1 世帯当たりの人員は約 2.24 人と市全体よりもやや低

くなっています。１世帯当たりの人員は減少傾向にあり、核家族化や単身世帯の増加

がみられます。 

 

 

 南 区 市 全 体 

総人口 277,280 人 720,780 人 

年少人口 32,773 人（11.9％） 88,850 人（12.4％） 

生産年齢人口 174,411 人（63.5％） 454,821 人（63.6％） 

前期高齢者人口 37,172 人（13.5％） 98,321 人（13.8％） 

後期高齢者人口 30,369 人（11.1％） 72,719 人（10.2％） 

世帯数 123,766 世帯 311,188 世帯 

世帯あたり人員 2.24 人/世帯 2.32 人/世帯 

人口密度 72.8 人/ha 21.9 人/ha 

面積 3,811ha 32,891ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人口・世帯の現況】 

※総人口は年齢不詳分も含むため年齢 3 区分の合計と一致しない 

【総人口推移】 【世帯数推移】 

出典：国勢調査（各年） 

出典：平成 27 年国勢調査、平成 30 年版統計書
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産業動向 

・産業分類別の第 2 次産業（製造業など）が 2 割程度、第 3 次産業（サービス業）が 8 割

程度を占めていますが、3 区の中で最も第 3 次産業（サービス業）が占める割合が高くな

っています。 

・卸売業・小売業の事業所数及び従業者数は減少傾向であり、年間商品販売額は、平成

１９年以降減少傾向となっています。 

・事業所数、従業者数、製造品出荷額等は横ばい傾向となっています。 

・観光客数及び観光客消費額は、平成 27 年以降は減少傾向にあります。 
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【産業別事業所数及び従業者数（平成 26 年）】 【卸売業・小売業の事業所数等の推移】 

【事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移】 

出典：相模原市統計書（各年） 

出典：経済センサス 

出典：工業統計調査（各年、従業者数 4 人以上の事業所） 

【観光客数と観光客消費額の推移】 

出典：商業統計調査（各年） 
※平成 26 年は統計調査方法の変更があったため、前回統計の数値との比較はできません。 
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土地利用 

・南区は、自然的土地利用が約 2 割、都市的土地利用が約 8 割となっています。 

・区の市街化区域では、住宅地が広がっています。 

・国道 16 号の沿道や相模大野駅周辺には商業地としての土地利用がされています。 

・区の中心部には麻溝台工業団地があるほか、(都)村富相武台線の沿線には小規模な工

業用地が集積しています。 

・相模川沿いにまとまった農地がみられ、区中央部には木もれびの森が広がっています。 
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出典：平成 27 年都市計画基礎調査から作成（相模総合補給廠一部返還等を反映） 
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市街地整備と幹線道路網 

・原当麻駅周辺で土地区画整理事業が実施されたほか、麻溝台・新磯野第一整備地区や

当麻宿地区で土地区画整理事業が施行中です。 

・相模大野駅周辺や小田急相模原駅周辺で市街地再開発事業が完了しています。 

・都市計画道路として（都）国道 16 号線、（都）相模原町田線、（都）村富相武台線な

どを定めており、そのうち、（都）相模原町田線や（都）町田厚木線などの一部が事業

中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：相模原市資料（令和元年 6 月） 
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公共交通 

・鉄道として JR 横浜線、JR 相模線、小田急小田原線及び小田急江ノ島線があり、古淵

駅、原当麻駅、下溝駅、相武台下駅、小田急相模原駅、相模大野駅及び東林間駅があ

ります。 

・バス交通網はおおむね区全域を網羅していますが、市街化区域内でも一部の箇所で交

通不便地区※がみられます。 

 

※交通不便地区：「市街化区域」又は「区域区分が定められていない都市計画区域のうち用途地域の指定がある区

域」において鉄道駅から 1,000m またはバス停留所から 300ｍ離れた箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報、交通事業者 HP 情報から作成（平成 3１年４月） 
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水とみどり 

・都市計画公園として、相模原麻溝公園や相模大野中央公園などが整備されています。 

・道保川沿いの道保川緑地や地区の中央部にある木もれびの森などが特別緑地保全地区

（建築行為などが制限されており、緑地保全を図る地区）に指定されています。 

・市街化区域内において、生産緑地地区（市街化区域内において保全すべきとされる農

地）が多数指定されています。 

・区内には、相模川、姥川、道保川、八瀬川及び境川が流れ、河川沿いに緑地がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：相模原市資料（平成 29 年 6 月） 
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（独）国立病院機構相模原病院一帯 

 

想定される自然災害 

・水害に関しては、相模川及び境川沿いの一部の地域において洪水浸水想定区域に指定

されています。 

・相模川沿いの斜面林の一部を中心に土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域の指

定箇所があります。 

・地震災害に関しては、最大震度 6 強の揺れに見舞われる箇所が想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：相模原市資料（平成 3１年４月） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《 揺れやすさマップ 》 

出典：地域別揺れやすさマップ（南区全体） 
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（２）南区の課題 

■土地利用 

・相模大野駅周辺における市の中心市街地及び南の玄関口にふさわしい土地利用の誘

導 

・地域拠点及び生活拠点における既存の都市機能・都市基盤ストックを生かした市街地

形成 

・圏央道インターチェンジ周辺などにおける適切な土地利用の誘導 

・住宅地や工業地など個性や特色を生かした土地利用の誘導 

・住宅と工場などの用途混在地区における適切な土地利用 

・都市部におけるみどりの保全と活用 

・商業地における魅力やにぎわいの向上 

 

■交通 

・（都）相模原町田線や（都）町田厚木線など広域的な幹線道路の整備 

・幹線道路などの交通渋滞の解消（国道 16 号、県道 52 号（相模原町田）、（都）村富

相武台線など） 

・狭あい道路の解消 

・幹線快速バスシステムの導入など、拠点間の移動手段の充実 

・市街化区域内における交通不便地区への対応 

・安全に利用できる道路環境の整備や維持管理 

 

■自然環境 

・道保川沿いの道保川緑地や木もれびの森などのみどりの保全・活用 

・公園の維持管理と充実 

 

■景観 

・相模大野駅周辺にふさわしい活力とにぎわいのある景観形成 

・地域拠点及び生活拠点における活力や快適性の感じられる景観形成 

・相模川や境川などの水辺空間や河川沿いの斜面林、木もれびの森などの自然環境を生

かした景観形成 

 

■住宅 

・相模大野駅周辺における魅力ある住環境の形成 

・今後の人口減少などに伴う、住宅地や住宅団地における空き家の増加への対応 

・老朽化した市営住宅の適切な維持管理 

・住宅地や通学路などの暗所や死角の解消 

 

   ■防災 

・境川や相模川など河川沿いにおける水害への対策 

・集中豪雨に対する局所的な浸水被害への対策 

・災害リスクの周知と適正な居住の誘導 
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３－２ 南区の都市づくりの方針 

 

【区の目指す姿・取組目標】 

湧
わ

きおこる７つの風 響きあう南区 
～愛着と誇りを持って、区民が躍動するまちを目指して～ 

 

 ① 誰もが安心して暮らせるまちをつくります 

・安全・安心なまちづくり 

・災害に強いまちづくり 

 

② 交流と魅力あふれるにぎわいのあるまちをつくります 

・都市機能が充実したまちづくり 

・活力あふれるまちづくり 

 

 ③ 環境を守り育てるまちをつくります 

・環境を守り育てるまちづくり 

 

 ④ 区民がいきいきと活躍する協働のまちをつくります 

・コミュニティ豊かなまちづくり 

・区制を生かしたまちづくり 
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南区の将来都市構造図 
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【南区の都市づくりの方針】 

 
（１）土地利用の方針 

 

➀ 都市機能の維持・充実と産業・住環境が調和した土地利用の推進（都市的土地利用） 

・相模大野駅周辺では、市の南の玄関口として、区役所などの行政施設・相模女子大学

グリーンホールなどの文化施設の立地と併せ、本市を代表する一大商業・業務地が形

成されています。社会経済の変化に柔軟に適応し、町田駅周辺とも連携する「都市の

連携拠点」として、多様な都市機能の集積の誘導や、にぎわいと活力のあるまちづく

りを進めます。 

・古淵駅周辺・東林間駅周辺・小田急相模原駅周辺の地区中心商業地では、地域拠点と

して地域特性に応じた都市機能の集積を図り、生活利便性の向上のための適切な土地

利用を誘導します。 

・原当麻駅周辺では、生活拠点として市民の日常の購買要求に対応した商業・サービス

機能など、生活利便性の確保のための適切な土地利用を図ります。 

・北里周辺では、生活拠点として、地域に立地する医療機関などの都市機能と連携し、

市民の生活に配慮した適切な土地利用を図ります。 

・町田駅南口周辺や相武台前駅周辺では、近隣の利用者も見込み、近隣市と連携した地

域一体となった商業地の形成を図ります。 

・大野台地区の工業地では、市民との協働のもと、地区計画の制度などを活用し、周辺

環境と調和した良好な操業環境の維持・向上を図ります。 

・麻溝台工業団地では、周辺環境と調和した良好な操業環境の維持・向上を図ります。 

・当麻地区及び麻溝台・新磯野地区では、新たな都市づくりの拠点として、周辺への環

境に配慮しながら都市基盤の整備を進めるとともに、新たな産業用地の創出や良質な

住宅の供給に向けた土地利用の転換を図ります。 

・国道１６号、県道５２号（相模原町田）、（都）村富相武台線、（都）町田厚木線、（都）

町田新磯線といった幹線道路などの沿道では、交通環境や周辺環境との調和を図りつ

つ、沿道サービス施設や流通業務施設など、当該地区にふさわしい秩序ある土地利用

を図ります。 

・圏央道相模原愛川インターチェンジへのアクセス道路などの沿道では、周辺の環境に

配慮しつつ、都市の活力を生み出すための土地利用の転換を検討します。 

・市街地開発事業などにより形成された良好な住宅地では、市民との協働のもと、地区

計画や建築協定などの制度を活用し、地域の特性に応じた良好な住宅地の維持・保全

を図ります。 

・住宅や工場などの建物用途の混在が進んでいる地区では、良好な住環境や操業環境の

確保に向け、市民との協働のもと、地区計画などの制度を活用し、適切な土地利用を

図ります。 
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② 森林、農地、水辺などの保全、活用（自然的土地利用） 

・相模川、境川、鳩川、姥川、八瀬川及び道保川とそれらの河川沿いの斜面林などでは、

水とみどりの連続性を確保し、生物多様性の確保や水源かん養などの多様な機能の充

実・強化を図ります。 

・木もれびの森など、市街地に残る貴重な樹林地では保全を図るとともに、その特性を

生かした活用を図ります。 

・県立相模原公園や相模原麻溝公園では、みどり豊かなうるおいのある空間づくりを進

めるとともに、スポーツ・レクリエーション活動や防災活動など、多くの人が利用で

きる魅力ある公園として充実を図ります。 

・農用地区域などまとまりのある優良な農地を中心とした地区では、農業生産基盤の強

化を促進し、生産環境の向上と農業の活性化を図り、農地の保全・活用を図ります。 

・市街化区域内の農地で緑地効果が期待できるものについては、生産緑地地区に指定し

都市環境の向上を図ります。 

 

③ 地域特性に配慮した適切な土地利用の誘導（土地利用の整序） 

・市街地と調和する地区では、市街化を抑制し自然環境を保全しつつ、土地利用の現状

や今後の人口減少などを見据え、開発許可制度の適切な運用や地区計画などの活用に

より、適切な土地利用を図ります。 

・市街化調整区域内を通る幹線道路などの沿道では、開発許可制度の適切な運用により、

当該地区にふさわしい秩序ある土地利用を検討します。 

 

（２）都市力を高める都市づくりの方針 

 

① 「都市の連携拠点」の形成（相模大野駅及び町田駅周辺の一体的なエリア） 

・相模大野駅周辺地区は、小田急小田原線と小田急江ノ島線、国道 16 号と（都）町田

厚木線などの交通結節点であるとともに、大学や中等教育学校、相模女子大学グリー

ンホールといった文教施設と商業・業務施設が高度に集積する市の南の玄関口である

ことから、多くの人々が行き交うにぎわいある都市づくりを推進します。 

・近接する町田駅周辺と連携し、さらなる都市機能の集積を図ります。また、広域圏に

おける購買・余暇などのニーズに対応しながら市内外の交流を促進し、「都市の連携拠

点」として拠点性の向上を図ります。 

・商業地や周辺の集合住宅及び文教施設間の回遊性の向上を図り、相模大野駅周辺の一

体的な都市づくりを推進します。 

・幹線快速バスシステムの導入に向けた取組を進め、相模大野駅及び町田駅周辺の一体

的なエリアと北里周辺、麻溝台・新磯野地区及び原当麻周辺などの拠点間の連携を強

化し、相模大野駅及び町田駅周辺の一体的なエリアにおけるにぎわいの創出を図りま

す。 
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② 地域拠点などの機能の維持・誘導による地域の活性化 

・「地域拠点」に位置付けた古淵駅周辺・東林間駅周辺・小田急相模原駅周辺では、交通

利便性を生かすとともに、利便性の高い日常生活を営むための商業・サービスなどの

都市機能の維持・誘導により、地域と一体となった拠点を形成することで、地域の活

性化を図ります。 

・「生活拠点」に位置付けた原当麻駅周辺では、身近な生活サービスなどの機能を地域に

応じて維持、誘導し、地域住民の日常生活を支える拠点を形成します。 

・「生活拠点」に位置付けた北里周辺では、地域に立地する医療機関などの都市機能を確

保することで、地域住民の日常生活を支える拠点を形成します。 

・相武台前駅周辺では、座間市と連携を図りながら、日常生活に必要な都市機能の維持・

向上を図ります。 

 

③ 地域資源を活用した都市型観光・レクリエーションの振興 

・相模川、境川、鳩川、姥川、八瀬川、道保川などの河川沿いでは、まとまった樹林地

などの自然環境や地域資源を生かした水に親しめる空間づくりを検討します。 

・相模川が流れる麻溝・新磯地区及び境川が流れる古淵地区では、人と水のふれあう親

水空間の形成を図ります。 

・相模川芝ざくらまつり、相模の大凧まつり、相模原よさこいＲＡＮＢＵ！、さがみ風

っ子展などの地域資源を生かした商業や観光交流を促進します。 

・相模原市文化会館などの各種ホール会館や相模原麻溝公園などの大規模公園、相模原

市総合体育館などのスポーツ・レクリエーション施設などが多数立地する南区の特性

を生かした、地域交流の活性化を促進します。 

・複数の大学が立地している南区の特性を生かし、多様な世代が連携したまちづくりに

より、地域の活性化を推進します。 

・相模川などの自然環境や八景の棚、県立相模原公園や相模原麻溝公園、勝坂遺跡公園

など、地域資源をもとに観光交流を促進します。 

 

④ 「産業を中心とした新たな拠点」の形成 

・当麻地区では、圏央道相模原愛川インターチェンジ周辺の立地特性と恵まれた交通利

便性を生かし、産業、みどり、文化、生活などが融合した新たな都市づくりを進める

拠点として市街地整備を進めます。 

・麻溝台・新磯野地区では、圏央道相模原愛川インターチェンジ周辺の立地特性を生か

し、産業、みどり、文化、生活などが融合した新たな都市づくりを進める拠点として

市街地整備を進めます。 
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（３）交通体系の方針 

 

➀ 鉄道ネットワークの形成 

・ＪＲ相模線では、輸送力の拡大による利便性の向上を図るため、鉄道事業者と連携し、

運行本数の拡大や複線化及び（仮称）磯部駅の設置などを促進します。 

 

② 広域的な道路ネットワークの形成 

・国道１６号の渋滞対策などを促進するとともに、県道５２号（相模原町田）、（都）村

富相武台線、（都）町田厚木線の整備を推進し、周辺都市や地域間相互の交流・連携を

支える広域的な道路ネットワークの形成を図ります。 

 

③ 地域をつなぐ公共交通ネットワークの形成 

・市民の日常生活を支える効率的で利便性の高いバス路線網を構築するとともに、地域

に応じた公共交通の維持確保により、地域をつなぐ公共交通ネットワークの形成を図

ります。 

・市南部地域の拠点間の連携強化、交通利便性の向上、環境負荷の軽減などを図るため、

幹線快速バスシステムの導入に向けた取組を推進するとともに、他地域への展開を検

討します。 

・北里大学病院・北里大学のバスターミナルでは、事業者との協働のもと、交通ターミ

ナル機能の維持確保を図ります。 

 

④ 公共交通の利便性向上と利用促進 

・古淵駅、相模大野駅、小田急相模原駅、原当麻駅、相武台下駅及び相武台前駅周辺で

は、鉄道やバス、自転車など、交通手段間の乗り換え利便性の向上を図ります。 

・東林間駅及び下溝駅では、鉄道や自転車など、交通手段間の乗り換え利便性の向上を

図ります。 

・交通渋滞の緩和や公共交通の利用促進を図るため、相模大野駅周辺などにおける交通

の円滑化や公共交通利用に向けた意識啓発などの取組を、地域や事業者との協働によ

り進め、自動車から公共交通への利用転換を促進します。 

 

⑤ 地域における道路環境の充実 

・（都）相模大野線、県道４６号（相模原茅ヶ崎）などの主要な道路の整備や交差点改良

などを行うことにより、交通渋滞の解消や生活道路への通過交通の流入抑制及び安全

性の確保など、安全で安心な道路環境の充実を図ります。 

・広域的な道路と効率的かつ効果的に接続する道路網の充実を図るため、（仮称）弥栄上

鶴間線について検討します。  
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・（仮称）相模原住宅地区東側外周道路や、キャンプ座間東側の（仮称）新磯野相武台線

などの実現に向けた取組を進めるとともに市道新戸相武台の整備を進め、地域間相互

の交流や交通利便性の向上に資する道路網の充実を図ります。 

・狭あい道路における拡幅整備や交通量の多い生活道路における安全対策などを行うこ

とにより、地域の交通の安全確保や利便性の向上を図ります。 

・歩道整備やバリアフリー化、路上放置自転車対策、無電柱化など、歩行者の移動環境

の充実に向けた取組を推進します。 

 

⑥ 自転車利用環境の整備 

・自転車道や自転車レーンなどの整備・拡充や、道路の状況に応じた歩行者と自転車の

通行区分の明確化など、自転車利用環境の整備を進めます。 

・駅周辺などにおいて、民間事業者との適切な役割分担を行い、連携を図りながら、自

転車駐車場の整備や拡充、駐輪スペースの確保、既存自転車駐車場の改善などを進め

ます。 

 

（４）環境と共生する都市づくりの方針 

 

➀ 都市公園などの整備と適正管理 

・県立相模原公園や相模原麻溝公園は、みどり豊かなうるおいのある空間として、スポ

ーツ・レクリエーション活動など、多くの人が利用できる魅力ある公園として適切な

維持管理と充実を図ります。 

・史跡勝坂遺跡公園では、みどり豊かなうるおいのある空間形成を進め、歴史が感じら

れる魅力ある公園としての整備や充実を図ります。 

・相模大野中央公園は、相模大野駅周辺の立地を生かし、にぎわいのある環境づくりを

推進します。 

・古淵鵜野森公園は、緑地や水辺を活用し、身近に自然環境を楽しめる場や地域住民の

スポーツ・レクリエーション活動の場としての充実を図ります。 

・身近な公園が不足している地域における公園などの適切な配置及び充実を検討します。 

 

② 水と親しめる空間づくり 

・境川では、うるおいとやすらぎを感じられる魅力的な河川空間とするため、遊歩道な

どへの活用について関係機関と協議・検討を進めます。 

・鳩川、姥川、八瀬川及び道保川では、多自然川づくりによる多様な生物の生息環境を

保全するとともに、水と親しめる水辺環境の形成を図ります。 

 

③ 緑地の保全・活用 

・相模横山・相模川近郊緑地特別保全地区や道保川緑地、八瀬川沿いの斜面林など、ま

とまりあるみどりを適切に保全、活用します。  
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・市街地に残る身近なみどりである市民緑地やふれあいの森・木もれびの森といった樹

林地は、各々の特性を生かし、みどりに親しめる場として保全、活用します。 

・横浜水道道緑道や相模川沿いの散策路及びさがみの仲よし小道は、市民の憩いの場と

して充実を図ります。 

・優良農地の保全を図るとともに、営農継続による農地の維持を促進しつつ、各地域の

特性を踏まえ、体験農園・市民農園や農家レストランへの農地の活用などを検討しま

す。 

 

④ 環境負荷低減のための取組 

・多様な都市機能が集積する本市の中心市街地の１つである相模大野駅周辺では、区役

所などの公共施設をはじめとする施設へのクリーンエネルギーの導入、未利用エネル

ギーの活用、建築物の屋上緑化や壁面緑化などにより、環境負荷の低減に向けた取組

を促進します。 

・樹林地・河川をはじめ、市街地に残る緑地や水辺空間を保全します。 

 

（５）都市づくり関連施設の方針 

 

① 生活排水対策の推進 

・生活排水対策として、公共下水道（汚水）の整備を進めます。 

 

② 雨水対策の推進 

・集中豪雨による局所的な浸水被害を防ぐため、河川整備と連携して効果的な雨水対策

を推進します。 

・雨水浸透施設の整備促進により、雨水の流出を抑制するとともに、地下水のかん養を

図ります。 

 

③ 下水道施設の維持管理 

・健全な下水道経営を進めるために、下水道施設の適切な維持管理による延命化や有効

利用を図ります。 

・緊急輸送路などに埋設している重要な下水道施設について、優先的に耐震化を推進し

ます。 

 

④ 河川整備の推進 

・姥川、八瀬川及び道保川などは、計画的な河川改修により治水機能の向上を図るとと

もに、適正な管理により水質の向上や自然環境を生かした親水空間の形成を図ります。 
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（６）魅力的な景観づくりの方針 

 

① 拠点周辺の景観形成 

・相模大野駅周辺では、建築物の形態・意匠や色彩誘導、広場・オープンスペースの創

出などにより、中心市街地にふさわしい活力とにぎわいの感じられる景観を形成しま

す。 

・古淵駅、小田急相模原駅、東林間駅及び原当麻駅周辺では、建築物の形態・意匠や色

彩誘導、壁面後退などにより、活力や快適性の感じられる景観を形成します。 

 

② 市街地特性を生かした景観形成 

・相武台などの住宅地では、周辺のまちなみと調和した建築物の誘導や緑化の促進など

により、うるおいとやすらぎのある景観を形成します。 

・境川沿いの市街地では、河川と調和したうるおいとやすらぎが感じられる景観を形成

します。 

・当麻地区及び麻溝台・新磯野地区では、地域の自然環境などを生かした景観の創出を

図ります。 

 

③ 自然環境を生かした景観形成 

・横山丘陵や相模川沿いの斜面緑地では、周辺の田園景観の保全を図り、豊かな自然環

境が感じられる景観の形成を図ります。 

・境川沿いの市街地では、河川と調和したうるおいとやすらぎが感じられる景観の形成

を促進します。 

・八景の棚周辺や三段の滝周辺では、うるおいとやすらぎが感じられる景観の形成を図

ります。 

・木もれびの森周辺では、市街地の中のまとまりのあるみどりを生かし、市民がみどり

とふれあい、親しめる景観形成を進めます。 

 

④ 公園における景観形成 

・県立相模原公園や相模原麻溝公園では、まとまりのあるみどりなどの特性を生かし、

市街地にうるおいやゆとりをもたらす景観の形成を進めます。 

 

（７）快適な住環境づくりの方針 

 

① 市街地における住環境の形成 

・市街地開発事業や質の高い民間開発事業の促進による住みよい市街地の形成など、地

域の特性を生かした魅力ある住環境づくりを進めます。 

・住宅地では、市民との協働のもと、地区計画や建築協定などを活用し、快適な住環境

の確保を図ります。  
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・空き家や中古住宅に関する情報提供や流通促進に向けた支援などを行うことで、空家

等の利活用を促進します。 

・住宅と工場が混在している地区では、住環境と操業環境との調和を図ります。 

 

② 市営住宅などの適切な維持管理 

・入居者の安全・安心を確保し、周辺の住環境に配慮した市営住宅の適正管理により、

長寿命化を推進します。 

・築年数の古い団地では、団地再生に係る取組に対して、関係機関と連携して取組を支

援します。 

 

（８）災害に強い都市づくりの方針 

 

① 拠点周辺における防災まちづくり 

・相模大野駅周辺などの拠点周辺では、建築物や都市施設の耐震化、不燃化、建て詰ま

りの緩和、道路整備やオープンスペースの整備など、総合的な防災まちづくりを推進

します。 

 

② 市街地の防災性の向上 

・災害に強い市街地を形成するため、建築物の耐震化や不燃化を促進するとともに、市

街地再開発事業による空地の確保などを進めます。 

・延焼遮断帯を形成するため、道路、公園などの計画的な維持管理及び整備と併せて、

周辺の建築物の不燃化や緑化を促進します。 

・災害時の安全な避難誘導や円滑な初期消火活動を行うため、生活道路の拡幅整備を進

めるとともに、ライフラインの耐震化を促進します。 

 

③ 水害対策などの推進 

・市管理河川（鳩川・八瀬川・姥川など）の改修事業の実施や一時貯留施設の設置促進

などにより、水害に対する安全性の向上を図ります。 

・相模川や境川では、各管理者と連携しながら治水機能の向上に努めます。 

・洪水浸水想定区域などの災害のおそれがある区域について住民などへの周知を図ると

ともに、適切な居住の誘導を図ります。 

・浸水被害の軽減・解消を図るために雨水管の整備を推進します。 

 

④ 土砂災害対策の推進 

・土砂災害警戒区域などでは、集中豪雨などにより、土砂災害発生の危険性があるため、

県と連携を図りながら、対策工事などを促進します。 

・土砂災害特別警戒区域など土砂災害のおそれがある区域について、住民などへ危険性

や避難方法などの周知を図るとともに、適正な居住の誘導を図ります。 
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（１）実現に向けたプロセス 

本計画を推進するためには、市民、企業、関係団体などの地域と行政の協働による都市づ

くりの推進、都市計画制度の活用や実現に向けた仕組みづくりなど、社会情勢等の変化に柔

軟に対応した進行管理と計画の見直しが必要になります。 

また、個別計画に基づくハード施策、ソフト施策等により将来都市構造の実現を目指し、

効率的で実効性のある施策の推進を図ります。 

 

① 協働による都市づくりの推進体制 

人口減少や少子高齢化、価値観の多様化などの社会的な背景から、地域の特性を生かし

た都市づくりを推進していくためには、地域を良く知る市民、専門的知識を有する企業、

関係団体などの参加が不可欠となります。 

そのため、計画段階から、異なる立場や意見の中から共通項を見出しつつ、役割分担を

しながら共に地域を創りあげていく協働の都市づくりを進めます。 

 

 ＜協働の都市づくりの推進体制＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民 

関係団体 企業 

行政 

目指すべき 

将来都市構造 

協力・連携・役割分担 

 

Ⅵ 実現化方策 

・地域の産業や経済の発
展に貢献 

・専門的知識を生かした
地域への貢献 

・活動への積極的な参
加・協力 

・専門的知識を生かした
地域への貢献 

・効果的で効率的な行財政運
営を推進 

・情報や市民参画の機会の提
供等のほか、市民主体の活
動を支援 

・各種事業・計画の決定・変
更・推進・調整 

・一人ひとりが担い手としての意
識を持つ 

・地域を良くするために主体的に
考え、実践 

 

 

 協
力
・
連
携 

・
役
割
分
担 
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② 地域（市民、企業、関係団体など）と行政の役割 

具体的な都市づくりには、構想、計画、事業実施、管理など、様々な段階があるため、

地域（市民、企業、関係団体など）と行政による役割に応じた協働の取組が重要となりま

す。 

また、地域の魅力や価値を一層高めていくため、様々な主体による都市施設や都市空間

の効率的な利活用も重要であり、相模原市街づくり活動推進条例（平成１７年条例第５８

号）による取組の推進のほか、企業が主体となったエリアマネジメントなどの新たな手法

の活用も検討します。 

＜協働の都市づくりの参加方法イメージ＞ 

都市・地域に興味を持つ  ルールをつくる 

【地域（市民・企業・関係団体 等）】 

都市・地域を知る 

・市広報紙やホームページなどの閲覧 

・都市づくりについての学習 

・地域への愛着の醸成 

【地域（市民・企業・関係団体 等）】 

ルールや具体策を検討し、地域で共有する 

・景観やまちなみなどのルールづくり 

・地区計画や建築協定の検討と合意形成 

【行政（相模原市）】 

情報発信の強化 

・都市づくり活動の情報発信 

・人材・組織の育成 

【行政（相模原市）】 

検討の支援 

・街づくり団体の運営支援 

・地域の意向に沿った支援 

・街づくりの内容の評価・審査、各種計画

との調整 

・都市計画法など法令に基づく手続 

 
都市づくりに参加する 

【地域（市民・企業・関係団体 等）】 

街づくりに参加する 

・アンケートへの協力 

・自治会などの活動に参加 

・地域のボランティアに参加 

 
実践する 

【地域（市民・企業・関係団体 等）】 

都市や地域を守り・育てる 

・ルールの遵守 

・施設の管理・運営 

・地域資源の活用・イベントの実施 

・担い手の育成 

【行政（相模原市）】 

参加の場をつくる 

・アンケートの実施 

・会議・討議の場の設置 

・イベントの実施 【行政（相模原市）】 

活動、運営・管理の支援 

・都市計画制度などによる規制や誘導 

・市街地整備や公共施設整備等の実施 

・運営への支援・助成 

 
地域のことを考える 

【地域（市民・企業・関係団体 等）】 

街の将来像を考える 

・まちの課題や魅力の調査・確認 

・「目指す姿」の共有 

・街づくり団体の立ち上げ 

 

計画・ルール、運営体制を見直す 

【地域（市民・企業・関係団体 等）】 

都市や街をよりよくするために見直す 

  ・ルールの検証と必要に応じた変更 
【行政（相模原市）】 

検討の支援 

・街づくり団体の立ち上げ支援 

・街づくりの検討への助言 

・街づくりアドバイザーの派遣 

【行政（相模原市）】 

運営・管理の支援 

・特色ある活動事例の情報収集と発信 

・その他の各種支援 

 

例
え
ば 

例
え
ば 

例
え
ば 

例
え
ば 

例
え
ば 

例
え
ば 
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③ 協働・連携のための環境づくり 

市民主体の都市づくりには、行政による十分な情報提供が必要であることから、広報紙

をはじめ、ホームページ、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）などの多様

な媒体を活用し、市民が必要とする情報を迅速かつ効果的に発信するとともに、行政情報

のオープンデータ化を推進します。 

また、様々な手段や機会を通じて、ニーズや地域の課題など市民の意見を幅広く把握し、

計画や取組内容に反映します。 

都市計画決定・変更に当たっては、内容やスケジュールなどについて、わかりやすさ、

透明性に配慮し、広く周知するとともに、市民意向の反映に努めます。 

 

④ 様々な分野の横断的連携 

本計画に掲げた都市づくりの実現に当たっては、都市計画や都市整備だけではなく、産

業、観光、文化、福祉、環境等の様々な分野との連携が必要です。 

そのため、庁内の関係する部局と本計画を共有し、相模原市総合計画の各部門別計画と

の調整を行うとともに、横断的な連携が可能となる庁内連絡体制の充実などを図ります。 

 

＜総合的・横断的な都市づくりの体系イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 周辺自治体や関係機関との連携 

広域的な視点から検討する事業や、さまざまな機関との連携が必要な事業については、

周辺市町村や国、県、都、関係機関と協議・連携を図ります。 

より専門的な事業を計画的に推進するため、大学や企業などの研究機関と連携を図りま

す。 

 

⑥ 適切な都市計画の見直し 

社会情勢等の変化や将来都市構造を踏まえ、地域の特性や実情に応じた持続可能な都市

づくりの実現のため、用途地域、道路、公園、緑地、市街地開発事業などの都市計画につ

いて、必要性や配置の検証を実施し、適宜見直しを図ります。 
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⑦ 社会情勢の変化・技術革新への対応 

本計画は 20 年後の将来像を展望するものですが、今後は自動運転、IoT、ロボット、

人工知能（AI）、ビッグデータ、５G などといった社会のあり方に影響を及ぼす新たな技

術の進展が予想されており、こうした社会の変化や技術革新に柔軟に対応する都市づくり

を目指します。 

 

（２）進行管理と見直し 

① 計画の進行管理 

本計画に基づく都市づくりが適正かつ計画的に行われるよう、計画の継続的な進行管理

が必要です。また、進行管理の結果、事業の見直しが必要な場合、社会状況等、その事業

が置かれている状況を踏まえ、必要性や効率性を検討して判断することが重要です。 

そのため、関連計画・事業との連携を図りながら、相模原市総合計画をはじめとした各

種指標等を活用しながら、5～10 年程度の定期、又は各種情勢の変化に伴い必要な時期

に検証・評価を行います。その結果を踏まえ、必要に応じて事業の見直しや新たな事業の

立案等を行います。 

進行管理に当たっては、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）と

いった「ＰＤＣＡサイクル」の仕組みを活用します。 

 

② 計画の見直し 

本計画は、長期的な視点に立った計画であり、おおむね 20 年後の将来像の実現を目指

しますが、本市を取り巻く社会情勢等の変化や法改正、総合計画などの上位計画の見直し

があった場合は、変化に迅速・的確に対処する観点から、計画の一部または全てを改訂す

ることを検討するものとし、おおむね１０年後に中間見直しを行うことを予定します。 

また、関連計画のうち「相模原市立地適正化計画」は、おおむね５年ごとに評価を行い、

必要に応じて関連する都市計画などの見直しを行うことが望ましいとされていることか

ら、立地適正化計画の施策や目標の見直しを行う場合には、本計画との整合に十分留意す

るものとします。 

 

＜進行管理・見直しイメージ＞ 
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（３）持続可能な開発目標（SDGｓ）への貢献 

平成 27 年に国連サミットにて、持続可能な開発目標（SDGs）が採択されるなど、経済

成長、社会的包摂、環境保護の３つの核となる要素の調和の下で持続可能な開発を達成する

社会を構築する必要性が高まっています。 

そのため、将来都市構造の実現により、人口減少、超高齢化が進行する中においても快適

に暮らせる持続可能なまちを目指し、持続可能な開発目標（SDGｓ）への貢献を図ります。 

 

＜本計画との関連性が強い SDGs＞ 
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参考資料：地区別方針図  
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